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漢
か
ら
唐
ま
で
の
中
国
王
朝
か
ら
異
民
族
に
発
信
さ
れ
た
国こ
く

書し
ょ

冒ぼ
う

頭と
う

の
書し
ょ

式し
き

は
皇
帝
敬
問
・
皇
帝
問
・
敕
で
あ
り
、
唐
代
で
は
皇こ
う

帝て
い

敬け
い

問も
ん

は
対

等
な
立
場
の
異
民
族
に
発
せ
ら
れ
た
。
宋
代
に
な
る
と
、
契
丹
及
び
金
に

対
し
て
は
宋そ
う

は
対
等
な
立
場
の
相
手
に
発
す
る
致
書
と
い
う
文
書
を
用

い
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
但
し
唐
代
で
は
、
皇
帝
の
承
認
の
下
に
唐
の

臣
下
か
ら
吐
蕃
や
回
鶻
の
宰
相
に
「
致
書
」
文
言
が
発
せ
ら
れ
て
お
り
、

ま
た
吐
蕃
の
宰
相
に
発
せ
ら
れ
た
「
敕
」
文
言
の
国
書
も
存
在
し
た
。
本

稿
で
は
、
唐
か
ら
五
代
・
宋
に
お
け
る
国
書
冒
頭
の
書
式
に
つ
い
て
、
皇

帝
か
ら
君
主
へ
の
国
書
の
み
な
ら
ず
、
唐と
う

の
皇
帝
か
ら
吐
蕃
宰
相
へ
の
国

書
、
唐
の
宰
相
か
ら
異
民
族
の
宰
相
へ
の
国
書
も
併
せ
て
検
討
し
、
唐
代

で
は
皇
帝
敬
問
が
皇
帝
の
用
い
る
最
上
級
の
文
書
表
現
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、
五
代
で
は
皇
帝
謹
致
書
が
対
等
で
、
皇
帝
敬
問
は
よ
り
下
位
の
書

式
と
な
り
、
宋
代
に
至
っ
て
皇
帝
敬
問
は
姿
を
消
し
、
宋
と
契
丹
・
金
と

の
間
で
は
皇こ
う

帝て
い

致ち

書し
ょ

が
双
方
の
基
本
的
な
国
書
冒
頭
の
文
言
と
な
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】「
国こ
く

書し
ょ

冒ぼ
う

頭と
う

の
書し
ょ

式し
き

」「
皇こ
う

帝て
い

敬け
い

問も
ん

」「
唐と
う

」「
宋そ
う

」「
皇こ
う

帝て
い

致ち

書し
ょ

」

論
　
文
　
要
　
旨

唐
宋
の
国
書
冒
頭
の
書
式
の
変
化
に
つ
い
て

金　

子　

修　

一

一
　
は
じ
め
に

　

本
稿
は
、「
皇
帝
敬
問
に
つ
い
て
―
漢
か
ら
隋
の
場
合
―
」（『
國
學
院
大
學
大
學
院
紀
要
―
文
学
研
究
科
―
』
第
五
一
輯
、
二
〇
二
〇
年
）（
以
下
「
前
稿
」

と
称
す
る
）
の
続
編
で
あ
る
。
私
は
卒
業
論
文
を
基
礎
に
し
た
「
唐
代
の
国
際
文
書
形
式（

１
）」

で
、
唐
朝
か
ら
異
民
族
の
首
長
宛
に
発
信
さ
れ
た
国
書
冒
頭
の
形
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式
を
整
理
し
、
そ
れ
ら
が
「
皇
帝
敬
問
」「
皇
帝
問
」「
敕
」
の
三
種
類
、
三
段
階
か
ら
成
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
即
ち
、
そ
れ
ら
の
国
書
の
発
信
さ
れ
た

時
期
の
唐
と
相
手
国
と
の
関
係
を
考
察
し
、
皇
帝
敬
問
は
唐
と
相
手
国
と
が
対
等
の
敵
国
関
係
に
あ
る
場
合
に
発
信
さ
れ
、
皇
帝
問
と
敕
と
は
君
臣
関
係
に
あ

る
場
合
に
発
信
さ
れ
る
と
結
論
し
た
。
そ
の
後
、
唐
代
の
公
文
書
形
式
に
つ
い
て
一
連
の
研
究
を
公
に
し
た
中
村
裕
一
氏
は
、「
皇
帝
敬
問
」「
皇
帝
問
」
は
唐

代
の
公
文
書
で
は
慰
労
制
書
、「
敕
」
は
論
事
敕
書
に
分
類
さ
れ
る
文
書
で
あ
り
、
臣
下
に
対
し
て
発
信
さ
れ
る
文
書
で
あ
る
以
上
、「
皇
帝
敬
問
」
も
対
等
の

相
手
に
発
信
さ
れ
る
文
書
で
は
な
い
、
と
指
摘
し
た（

２
）。

し
か
し
以
下
に
も
触
れ
る
よ
う
に
、
実
例
か
ら
見
れ
ば
「
皇
帝
敬
問
」
は
敵
国
関
係
で
発
信
さ
れ
る
文

書
で
あ
る
と
解
釈
し
て
差
支
え
な
い
。

　

一
方
、
中
村
氏
は
『
唐
代
史
研
究
会
報
告
』
第
Ⅵ
集
（
一
九
八
八
年
）
の
「
慰
労
制
書
の
起
源
」
で
、
唐
代
慰
労
制
書
の
起
源
を
前
漢
に
遡
っ
て
検
討
し
、

漢
代
の
「
皇
帝
（
敬
）
問
某
」
は
臣
僚
の
上
奏
に
回
答
し
、
臣
僚
を
慰
諭
す
る
目
的
の
文
書
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
唐
代
の
慰
労
制
書
と
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、

唐
の
慰
労
制
書
は
用
途
と
外
形
的
様
式
と
に
お
い
て
漢
代
王
言
の
色
彩
を
残
す
も
の
で
あ
っ
た
、
と
結
論
し
た（

３
）。
私
も
「
唐
代
の
国
際
文
書
形
式
」
を
発
表
し

た
時
か
ら
漢
代
の
「
皇
帝
敬
問
」
文
書
の
存
在
は
承
知
し
て
い
た
が
、
漢
か
ら
唐
ま
で
の
「
皇
帝
敬
問
」
及
び
「
皇
帝
問
」
に
関
わ
る
文
書
に
つ
い
て
そ
の
後

総
合
的
に
検
討
す
る
機
会
を
持
た
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
國
學
院
大
學
の
定
年
を
前
に
前
稿
を
発
表
し
、
国
内
の
臣
下
に
用
い
ら
れ
る
用
例
を
含
め
て
「
皇
帝

敬
問
」「
皇
帝
問
」
文
書
の
発
信
さ
れ
る
相
手
の
地
位
の
高
さ
は
漢
代
か
ら
南
北
朝
の
後
期
に
か
け
て
ほ
と
ん
ど
変
化
せ
ず
、
明
ら
か
に
敵
国
関
係
で
用
い
ら

れ
た
と
認
め
ら
れ
る
例
は
漢
初
に
お
け
る
匈
奴
と
の
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
中
村
氏
の
主
張
は
成
り
立
つ
と
も
言
え
る
が
、
禅
譲
で
帝
位
に
即
く
際
に
も
用
い

ら
れ
る
の
で
「
皇
帝
敬
問
」
を
全
て
同
一
の
君
臣
関
係
の
枠
内
で
説
明
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
点
も
指
摘
し
た
。
ま
た
、
煬
帝
の
大
業
三
年
（
六
〇
七
）

に
お
け
る
倭
国
の
「
日
出
処
天
子
致
書
日
没
処
天
子
」
の
よ
う
に
、
隋
代
に
は
国
際
関
係
で
「
致
書
」
の
用
い
ら
れ
る
例
が
出
現
す
る
が
、
そ
れ
は
異
民
族
側

の
発
信
し
た
二
例
の
み
で
あ
り（

４
）、
唐
代
で
は
国
書
と
し
て
の
「
致
書
」
の
用
例
が
確
立
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
こ
と
も
指
摘
し
た
。

　

し
か
し
、
前
稿
は
も
と
も
と
唐
代
に
も
言
及
す
る
つ
も
り
で
執
筆
を
開
始
し
た
が
、
予
想
以
上
に
分
量
が
多
く
な
っ
た
の
で
隋
代
ま
で
の
部
分
に
止
め
て
発

表
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
唐
代
の
国
書
の
特
徴
に
つ
い
て
改
め
て
述
べ
る
が
、
唐
の
皇
帝
か
ら
異
民
族
の
君
主
に
対
す
る
国
書
の
基
本
的
な

内
容
は
「
唐
代
の
国
際
文
書
形
式
」
に
述
べ
て
あ
る
の
で
、
そ
こ
で
取
り
上
げ
な
か
っ
た
唐
の
皇
帝
か
ら
異
民
族
の
臣
下
に
授
与
さ
れ
た
国
書
冒
頭
の
形
式
そ

の
他
、
同
稿
で
は
詳
し
く
述
べ
な
か
っ
た
諸
例
に
言
及
す
る
。
ま
た
周
知
の
如
く
、
宋
代
で
は
契
丹
（
遼
）
と
宋
、
金
と
宋
と
の
関
係
は
基
本
的
に
対
等
と
な
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る
の
で
、
唐
代
ま
で
に
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
「
致
書
」
形
式
の
文
書
が
遼
・
金
に
向
け
て
盛
ん
に
発
信
さ
れ
る
一
方
、「
皇
帝
敬
問
」
の
国
書
は
姿
を
消
し

て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
、
唐
と
宋
と
の
対
外
関
係
の
変
化
の
中
に
お
け
る
国
書
冒
頭
の
書
式
の
変
遷
に
つ
い
て
本
稿
で
具
体
的
に
指
摘
す
る
。
そ
の
間
の
五

代
に
お
け
る
国
書
の
書
式
は
そ
の
移
行
過
程
を
よ
く
示
し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
中
西
朝
美
氏
に
専
論
が
あ
る
の
で
、
五
代
の
国
書
の
書
式
の
諸
例
に
つ

い
て
は
中
西
氏
に
依
拠
し
て
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

二
　
唐
代
の
皇
帝
敬
問

　

唐
代
の
国
書
冒
頭
の
書
式
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
掲
げ
る
『
善
隣
国
宝
記
』
巻
上
の
菅
原
在
良
勘
文
に
引
用
さ
れ
た
冒
頭
の
み
の
諸
例
が
、
註
（
１
）
の
拙

稿
で
取
り
上
げ
た
突
厥
・
回
鶻
（
回
紇
）・
吐
蕃
・
黠
戛
斯
の
本
文
を
含
む
諸
例
に
先
立
つ
初
期
の
例
と
な
る（

５
）。

鳥
羽
天
皇
の
元
永
元
年
（
一
一
一
八
）
に
宋

の
商
客
孫
俊
明
・
鄭
清
が
齎
し
た
文
書
に
つ
い
て
、
そ
の
書
式
が
旧
例
に
叶
っ
て
い
る
か
否
か
勘
査
が
必
要
と
な
り
、
従
四
位
上
・
行
式
部
大
輔
菅
原
在
良
が

国
書
な
ど
の
書
頭
の
形
式
を
隋
か
ら
宋
ま
で
列
挙
し
た
中
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

�

天
智
天
皇
十
年
、
唐
客
郭
務
悰
等
來
聘
。
書
曰
、
大
唐
帝
敬
問
日
本
國
天
皇
、
云
云
。
天
武
天
皇
元
年
、
郭
務
悰
等
來
、
安
置
大
津
舘
。
客
上
書
函
、
題

曰
大
唐
皇
帝
敬
問
倭
王
書
。
又
大
唐
皇
帝
勅
日
本
國
使
衞
尉
寺
少
卿
大
分
等
書
曰
、
皇
帝
敬
到
（
致
）
書
於
日
本
國
王
。

　

天
智
天
皇
一
〇
年
（
六
七
一
）
と
天
武
天
皇
元
年
（
六
七
二
）
と
の
国
書
は
、
白
村
江
の
戦
い
以
後
に
唐
の
百
済
鎮
将
を
介
し
て
唐
か
ら
大
和
朝
廷
に
発
信

さ
れ
た
国
書
で
、
新
羅
の
攻
勢
に
苦
境
に
陥
っ
た
唐
側
が
日
本
（
倭
国
）
に
送
っ
た
文
書
で
あ
り
、
二
首
の
様
に
記
録
さ
れ
て
い
る
が
実
際
に
は
一
首
で
、
冒

頭
の
書
式
は「
大
唐
皇
帝
敬
問
倭
王
」で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、最
後
の
国
書
の
衞
尉
寺
少
卿
大
分
は
坂
合
部
大
分
で
、文
武
天
皇
大
宝
二
年（
七
〇
二
）

に
派
遣
さ
れ
た
第
八
次
遣
唐
使
の
大
使
で
あ
る
。
彼
は
次
の
第
九
次
遣
唐
使
と
共
に
養
老
二
年
（
七
一
八
）
に
帰
朝
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
国
書
は
第
九
次
遣

唐
使
に
授
与
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が（

６
）、
菅
原
在
良
勘
文
に
は
「
大
分
等
」
と
あ
り
、
第
八
次
遣
唐
使
は
大
使
の
上
に
筆
頭
の
執
節
使
と
し
て
粟
田

真
人
が
任
命
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
国
書
は
第
八
次
遣
唐
使
に
授
与
さ
れ
た
も
の
と
考
え
た
方
が
理
解
し
や
す
い
。
こ
の
遣
唐
使
は
、
則
天
武
后
が
皇
太
子

と
し
た
中
宗
を
伴
い
、
長
安
二
年
（
七
〇
二
）
一
一
月
冬
至
に
長
安
の
南
郊
で
郊
祀
を
親
祀
す
る
直
前
の
一
〇
月
に
長
安
入
り
し
（
さ
せ
ら
れ
）、
武
后
の
厚

22-12-169_006-金子修一氏.indd   7922-12-169_006-金子修一氏.indd   79 2023/02/16   9:12:442023/02/16   9:12:44



80

遇
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
時
に
「
皇
帝
敬
致
書
於
日
本
國
王
」
と
い
う
破
格
の
国
書
が
授
与
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る（

７
）。

結
局
、
冒
頭
の
み

伝
え
ら
れ
る
日
本
に
対
す
る
右
の
一
例
を
除
い
て
、
唐
代
で
は
「
致
書
」
文
言
の
国
書
は
存
在
せ
ず
、
唐
代
で
国
書
と
し
て
の
「
致
書
」
の
用
例
が
確
立
し
て

い
た
と
は
言
い
難
い
。
突
厥
の
場
合
に
は
、「
皇
帝
敬
問
」「
皇
帝
問
」
の
用
例
が
そ
れ
ぞ
れ
「
敕
」
と
時
期
を
違
え
て
存
在
し
て
お
り
、「
皇
帝
敬
問
」「
皇
帝

問
」
を
一
律
に
慰
労
制
書
の
範
疇
で
括
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
法
の
差
異
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

吐
蕃
に
つ
い
て
は
、
張
九
齢
の
『
唐
丞
相
曲
江
張
先
生
文
集
』（『
曲
江
集
』）
に
は
開
元
二
二
年
（
七
三
四
）
か
ら
二
四
年
の
七
首
の
「
皇
帝
問
賛
普
」「
皇

帝
問
吐
蕃
賛
普
」
の
国
書
、
永
泰
二
年
（
七
六
六
）
に
は
「
敕
吐
蕃
賛
普
外
甥
」
の
国
書
が
あ
り
、
私
は
そ
れ
ぞ
れ
唐
は
吐
蕃
を
臣
下
の
立
場
に
置
い
て
発
信

し
た
も
の
と
判
断
し
た（

８
）。

し
か
し
、『
旧
唐
書
』
巻
一
九
六
上
吐
蕃
伝
上
に
は
、
開
元
二
年
（
七
一
四
）
の
記
事
の
続
き
に
「
吐
蕃
既
自
恃
兵
強
、
毎
通
表
疏
、

求
敵
國
之
禮
、言
詞
悖
慢
、上
甚
怒
之
」
と
あ
り
、唐
代
に
「
敵
国
之
礼
」
と
い
う
概
念
の
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
後
、徳
宗
・
建
中
四
年
（
七
八
三
）

と
穆
宗
・
長
慶
二
年
（
八
二
二
）
に
は
会
盟
を
行
い
、
唐
と
吐
蕃
と
の
関
係
は
安
定
し
て
い
っ
た
。
建
中
二
年
に
入
蕃
し
た
唐
の
使
節
常
魯
・
崔
漢
衡
に
対
し
、

吐
蕃
の
賛
普
は
「
來
敕
云
、
所
貢
獻
物
竝
領
訖
、
今
賜
外
甥
少
信
物
、
至
領
取
。
我
大
蕃
、
與
唐
舅
甥
國
耳
、
何
得
以
臣
禮
見
處
」
と
抗
議
し
、
続
け
て
「
乃

邀
漢
衡
、
遣
使
奏
定
。
魯
使
還
奏
焉
、
爲
改
敕
書
、
以
貢
獻
爲
進
、
以
賜
爲
寄
、
以
領
取
爲
領
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
唐
は
臣
礼
に
基
づ
く
敕
書
を
吐
蕃
の
言

う
舅
甥
関
係
に
適
合
す
る
用
字
に
改
め
た
（
同
書
同
巻
下
・
吐
蕃
伝
下
）。
そ
の
後
の
『
文
苑
英
華
』
巻
四
七
〇
・
翰
林
制
詔
五
一
・
吐
蕃
書
下
の
封
敖
「
与

吐
蕃
賛
普
書
」
の
冒
頭
に
は
「
皇
帝
舅
敬
問
吐
蕃
贊
普
外
甥
」
と
あ
り
、
註
（
１
）
の
拙
稿
で
は
武
宗
会
昌
年
間
（
八
四
一
～
八
四
六
）
に
お
け
る
敵
国
関
係

の
も
の
と
し
た
が
、
そ
の
論
証
は
不
充
分
で
あ
っ
た
の
で
、
以
下
に
改
め
て
検
討
す
る
。

　

そ
の
原
文
を
略
さ
ず
に
掲
げ
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

�

皇
帝
舅
敬
問
贊
普
外
甥
。
尚
屈
立
熱
・
論
拱
熱
等
至
、
得
書
并
物
具
悉
。
外
甥
雄
武
挺
生
、
英
威
特
立
、
本
邦
奉
化
、
隣
國
推
賢
、
修
仁
義
以
保
名
、
仗

誠
明
而
遂
物
。
櫜
弓
匣
劔
、
無
聞
戰
伐
之
音
、
被
野
縁
原
、
不
廢
耕
耘
之
具
（
一
作
作
―
原
註
）。
儻
非
理
化
、
孰
見
和
寧
、
足
觀
盛
業
興
行
、
人
心
率
服
、

以
茲
觀
政
、
深
用
慰
懷
。
朕
自
守
丕
基
、
敬
遵
前
訓
、
君
臨
四
海
、
子
育
萬
方
、
誠
信
必
及
於
豚
魚
、
恩
澤
不
遺
於
草
木
。
況
外
甥
親
臨
極
分
、
歳
月
滋

深
、
雖
山
河
阻
修
、
而
音
耗
鄭
重
、
疆
分
二
塊
、
地
合
一
家
。
載
覽
來
章
、
具
悉
深
旨
、
所
欲
務
存
久
要
、
頗
見
良
圖
。
但
能
各
重
其
歡
、
各
厚
其
俗
、

戎
車
息
駕
、
烽
火
不
飛
、
共
保
封
疆
、
兩
均
休
戚
、
質
神
明
而
不
惑
、
覽
日
月
而
常
明
、
宜
體
至
懷
、
永
綏
多
福
。
承
前
朝
覲
人
數
、
界
首
素
有
常
儀
、
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公
家
之
事
、
難
於
違
越
。
昨
者
尚
屈
立
熱
等
到
鳳
翔
、
隨
從
共
七
十
人
、
準
舊
例
只
合
十
人
入
朝
。
今
縁
兩
國
和
好
、
不
同
元
和
已
前
、
遂
令
三
十
五
人

赴
闕
。
自
今
已
後
、
所
遣
使
須
遵
舊
例
、
不
得
剩
史
（
吏
？
）
差
人
、
勿
令
交
馬
之
後
、
妄
有
論
請
。
拱
熱
等
還
蕃
、
有
少
物
、
數
如
別
録
。

以
上
の
文
に
は
年
代
を
特
定
さ
せ
る
よ
う
な
文
言
は
な
い
。
そ
の
眼
目
は
「
昨
者
尚
屈
立
熱
等
到
鳳
翔
、
隨
從
共
七
十
人
、
準
舊
例
只
合
十
人
入
朝
」
以
下
に

あ
り
、
吐
蕃
の
使
者
の
尚
屈
立
熱
等
が
総
勢
七
十
人
で
鳳
翔
に
来
た
の
に
対
し
、
以
後
は
旧
例
に
従
っ
て
入
朝
す
る
使
者
は
十
人
に
絞
る
よ
う
に
、
と
要
求
し

た
こ
と
に
あ
る
。「
櫜
弓
匣
劔
、
無
聞
戰
伐
之
音
、
被
野
縁
原
、
不
廢
耕
耘
之
具
」、
あ
る
い
は
「
戎
車
息
駕
、
烽
火
不
飛
、
共
保
封
疆
、
兩
均
休
戚
、
…
…
宜

體
至
懷
、
永
綏
多
福
」
と
い
う
文
言
か
ら
は
、
当
時
の
唐
と
吐
蕃
と
の
間
は
極
め
て
安
定
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
『
旧
唐
書
』
巻
一
六
八
・
封
敖
伝
に
拠
れ
ば
、
封
敖
は
武
宗
の
会
昌
（
八
四
一
～
八
四
六
）
の
初
め
に
員
外
郎
知
制
誥
か
ら
翰
林
学
士
と
な
り
、
中
書
舎
人

を
拝
し
て
い
る
。
宣
宗
が
即
位
し
て
李
徳
裕
が
宰
相
を
罷
免
さ
れ
る
と
礼
部
侍
郎
に
遷
り
、大
中
二
年
（
八
四
八
）
に
は
貢
部
を
典
し
て
多
く
文
士
を
擢
し
た
。

『
新
唐
書
』
巻
一
七
七
の
同
伝
で
は
、
翰
林
学
士
と
な
っ
て
か
ら
三
遷
し
て
工
部
侍
郎
と
な
り
、
幾
く
も
な
く
御
史
中
丞
を
拝
し
た
が
、
誤
っ
て
死
罪
を
縦ゆ

る

し

て
工
部
侍
郎
に
復
し
、
宣
宗
の
大
中
（
八
四
七
～
八
五
九
）
中
に
は
平
盧
・
興
元
節
度
使
を
歴
任
し
た
。
こ
の
両
伝
の
記
載
に
は
食
い
違
い
も
あ
る
が
、
い
ず

れ
の
記
事
も
生
か
す
と
す
る
と
封
敖
の
翰
林
学
士
や
中
書
舎
人
の
在
任
期
間
は
長
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。『
唐
代
詔
勅
目
録
』（
東
洋
文
庫
、一
九
八
一
年
）

は
こ
の
文
を
会
昌
中
に
掲
げ
、参
考
に
『
旧
唐
書
』
吐
蕃
伝
下
の
「
會
昌
二
年
（
八
四
二
）、贊
普
卒
」
の
記
事
を
挙
げ
る
。
こ
の
記
事
の
続
き
に
は
「
十
二
月
、

遣
論
贊
等
來
告
哀
」
と
あ
り
、『
新
唐
書
』
吐
蕃
伝
下
に
は
「
會
昌
二
年
、
贊
普
死
、
論
贊
熱
等
來
告
」、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
六
・
会
昌
二
年
一
二
月
條
に

は
「
丁
卯
、
吐
蕃
遣
其
臣
論
普
熱
、
來
告
達
磨
贊
普
之
喪
」
と
あ
る
。
こ
の
賛
普
の
死
に
つ
い
て
は
佐
藤
長
氏
の
専
論
が
あ
り（

９
）、

死
去
し
た
の
は
彜
泰
で
そ
れ

を
継
い
で
達
磨
が
立
っ
た
の
が
会
昌
元
年
（
八
四
一
）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
従
え
ば
会
昌
二
年
一
二
月
に
は
達
磨
で
は
な
く
彜
泰
の
死
を
告
げ
る
使
者
が
来
た

こ
と
に
な
る
。『
唐
代
詔
勅
目
録
』
は
、
こ
の
論
賛
熱
の
来
朝
を
封
敖
「
与
吐
蕃
賛
普
書
」
に
関
連
附
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
文
の
使
者
は
尚
屈

立
熱
・
論
拱
熱
で
あ
っ
て
論
賛
熱
で
は
な
く
、
ま
た
こ
の
文
自
体
に
賛
普
の
死
に
触
れ
る
所
は
全
く
な
い
。
論
賛
熱
の
派
遣
に
対
し
て
は
唐
朝
は
将
作
少
監
李

璟
を
弔
祭
使
と
し
て
遣
し
て
お
り
（
旧
伝
、新
伝
で
は
将
作
監
）、こ
の
文
は
そ
の
後
の
吐
蕃
に
よ
る
通
常
の
使
者
派
遣
に
対
す
る
返
書
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
、
憲
宗
朝
（
八
〇
五
～
八
二
〇
）
に
入
っ
て
か
ら
の
唐
―
吐
蕃
関
係
は
比
較
的
安
定
す
る
。
後
に
引
く
憲
宗
朝
初
期
の
「
代
王
佖
答
吐
蕃

北
道
節
度
論
贊
勃
藏
書
」
及
び
「
代
忠
亮
答
吐
蕃
東
道
節
度
使
論
結
都
離
等
書
」
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
「
両
国
」
の
語
が
見
え
る
。
従
っ
て
、
こ
の
文
の
「
皇
帝

22-12-169_006-金子修一氏.indd   8122-12-169_006-金子修一氏.indd   81 2023/02/16   9:12:442023/02/16   9:12:44



82

敬
問
」
の
表
現
も
そ
う
し
た
情
況
に
対
応
し
て
い
る
と
見
て
問
題
な
く
、
冒
頭
の
「
皇
帝
敬
問
」
は
敵
国
関
係
に
用
い
ら
れ
る
、
と
解
釈
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
無

理
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
は
新
し
い
達
磨
賛
普（
ダ
ル
マ
王
）に
対
し
て
使
者
派
遣
の
規
範
の
遵
守
を
要
求
し
た
も
の
で
、発
信
は
会
昌
三
、四
年
頃
だ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
回
鶻
に
代
わ
っ
て
黠
戛
斯
が
「
皇
帝
敬
問
」
の
国
書
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
の
も
、
会
昌
三
年
か
ら
会
昌
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
唐

代
の
「
皇
帝
敬
問
」
文
書
は
、
同
時
期
の
二
者
に
対
し
て
も
発
信
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

九
世
紀
半
ば
に
吐
蕃
と
回
鶻
と
は
相
次
い
で
衰
え
る
が
、
黄
巣
の
乱
（
八
七
四
ま
た
は
八
七
五
～
八
八
四
）
な
ど
の
反
乱
の
頻
発
に
よ
っ
て
、
九
世
紀
後
半

に
は
唐
朝
自
体
も
急
速
に
弱
体
化
す
る
。
楊
鉅
『
翰
林
学
士
院
旧
規
』（
宋
・
洪
遵
編
『
翰
苑
群
書
』
上
所
収
）
は
、
末
期
の
唐
朝
か
ら
見
た
国
際
秩
序
を
伝

え
た
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
本
書
は
八
八
三
年
頃
か
ら
九
〇
三
年
ま
で
の
制
敕
な
ど
を
編
纂
し
た
も
の
で
、
編
纂
年
次
は
九
〇
四
年
か
そ
れ
以
後
の
同
年
に
極

め
て
近
い
時
期
で
あ
り
、
そ
の
中
に
次
の
一
文
が
あ
る
。

　
　

�

新
羅
・
渤
海
書
頭
云
、
敕
某
國
、
云
王
、
著
姓
名
。
…
…
黠
戞
斯
書
、
…
…
書
頭
云
、
敕
黠
戞
斯
、
著
姓
名
。
…
…
囘
鶻
天
睦
可
汗
書
頭
云
、
皇
帝
舅
敬

問
囘
鶻
天
睦
可
汗
外
甥
。
…
…
吐
蕃
使
首
領
書
頭
云
、
敕
。
…
…
南
詔
驃
信
書
頭
云
、
皇
帝
舅
敬
問
驃
信
外
甥
、
尾
與
囘
鶻
書
一
般
。

こ
の
う
ち
の
回
鶻
天
睦
可
汗
と
昭
宗
と
の
舅
甥
関
係
に
つ
い
て
は
土
肥
義
和
氏
に
綿
密
な
考
証
が
あ
り）

（1
（

、そ
れ
に
依
拠
し
て
再
説
す
る
と
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

　

燉
煌
発
見
ペ
リ
オ
将
来
漢
文
文
書
「
公
文
書
啓
規
範
集
（
書
儀
）」（
擬
題
、
Ｐ
三
九
三
一
）
の
、「
表
本
」
と
題
記
さ
れ
た
上
表
文
の
文
例
二
種
の
う
ち
の

一
つ
に
は
「
去
光
化
年
初
、
先
帝
遠　

頒
冊
禮
、
及　

恩
賜
無
限　

信
幣
、
兼
許
續
降　

公
主
、
久
（
不
？
ー
土
肥
氏
に
拠
る
）
替
懿
親
、
初
聞
鑾
駕
東
遷
（
下

略
）」と
あ
る
。「
鑾
駕
東
遷
」は
、天
復
四
年（
九
〇
四
）に
昭
宗
が
朱
全
忠
に
よ
っ
て
洛
陽
に
拉
致
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
。「
光
化
年
初
」は
光
化
元
年（
八
九
八
）

で
あ
ろ
う
。
そ
の
頃
に
昭
宗
は
回
鶻
に
公
主
降
嫁
を
約
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
回
鶻
が
八
四
〇
年
代
に
壊
滅
し
た
後
、
西
走
し
た
一
派
は
バ
ル
ハ
シ
湖
の
南
方

地
域
に
、
別
の
一
派
は
東
部
天
山
一
帯
に
（
西
州
回
鶻
）、
さ
ら
に
別
の
一
派
は
甘
州
高
原
に
（
甘
州
回
鶻
）
勢
力
を
張
っ
た
が
、
土
肥
氏
は
天
睦
可
汗
は
甘

州
回
鶻
の
可
汗
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
適
当
で
あ
り
、
天
睦
可
汗
は
回
鶻
国
固
有
の
可
汗
号
で
は
な
く
、
光
化
年
初
に
昭
宗
か
ら
冊
封
（
冊
礼
）
を
受
け
た
人

物
の
可
汗
号
で
あ
ろ
う
、
と
す
る
。
昭
宗
は
乾
寧
四
年
（
八
九
七
）
一
一
月
に
淑
妃
何
氏
を
皇
后
と
し
た
が
（『
資
治
通
鑑
』
巻
二
六
一
、『
新
唐
書
』
昭
宗
紀

で
は
翌
年
四
月
）、
翌
年
に
朱
全
忠
が
洛
陽
宮
を
営
ん
で
昭
宗
を
迎
え
る
意
志
を
示
す
と
、
関
中
の
李
茂
貞
と
韓
建
と
は
恐
れ
て
昭
宗
を
奉
じ
て
八
月
に
長
安

に
戻
り
、
昭
宗
は
天
下
に
赦
し
て
光
化
と
改
元
し
た
。「
表
本
」
に
「
光
化
年
初
」
と
あ
れ
ば
同
年
七
月
以
前
の
こ
と
も
あ
り
う
る
が
、
昭
宗
が
天
睦
可
汗
を

22-12-169_006-金子修一氏.indd   8222-12-169_006-金子修一氏.indd   82 2023/02/16   9:12:442023/02/16   9:12:44



83

冊
立
し
公
主
降
嫁
を
許
諾
し
た
の
は
長
安
帰
還
以
後
で
あ
る
、
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
僖
宗
の
中
和
三
年
（
八
八
三
）
に
は
安
化
長
公
主

の
南
詔
へ
の
降
嫁
が
決
ま
っ
た
（『
資
治
通
鑑
』
巻
二
五
五
・
同
年
七
月
條
）。
黄
巣
の
乱
の
終
熄
し
た
翌
年
の
光
啓
元
年
（
八
八
五
）
三
月
に
、
僖
宗
が
成
都

か
ら
長
安
に
戻
る
と
こ
の
件
は
沙
汰
止
み
と
な
っ
た
が
、
南
詔
の
助
力
を
期
待
し
て
、
一
度
は
安
化
長
公
主
の
降
嫁
が
唐
朝
廷
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
囘
鶻
（
甘
州
回
鶻
）
や
南
詔
に
対
す
る
「
皇
帝
舅
敬
問
…
…
外
甥
」
の
国
書
は
八
八
三
年
か
ら
八
九
八
年
ま
で
の
十
五
年
ほ
ど
の
間
に
発

信
さ
れ
た
と
特
定
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
の
表
現
は
八
四
〇
年
代
の
吐
蕃
贊
普
に
対
す
る
国
書
の
書
式
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
九
世
紀
半
ば
以
降
、
唐
で
は
婚
姻

関
係
（
公
主
降
嫁
）
を
結
ん
だ
相
手
に
は
、「
皇
帝
敬
問
」
の
書
式
で
臨
む
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
こ
こ
か
ら
、
唐
が
滅
亡
直
前
ま
で
「
皇
帝
敬
問
」

以
下
の
書
式
で
異
民
族
を
統
御
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
こ
の
点
は
宋
の
事
例
と
対
比
す
る
上
で
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
日
本
の

『
延
喜
式
』
巻
一
二
・
中
務
省
の
慰
労
詔
書
式
に
は
「
天
皇
敬
問
云
云
」
と
あ
り
、
そ
の
原
注
に
「
大
蕃
國
云
天
皇
敬
問
、
小
蕃
國
云
天
皇
問
」
と
あ
る
。
し

か
し
、
日
本
の
国
書
に
は
「
天
皇
問
」
の
用
例
は
な
く
、
新
羅
・
渤
海
に
対
し
て
も
「
天
皇
敬
問
」
の
書
式
で
臨
ん
で
い
た
。

　

因
み
に
、『
新
唐
書
』
巻
七
七
・
后
妃
伝
下
・
順
宗
荘
憲
皇
后
王
氏
伝
に
は

　
　
　

�

后
謹
畏
深
抑
、
外
家
無
豪
絲
假
貸
、
訓
厲
内
職
、
有
古
后
妃
風
。（
元
和
）
十
年
（
八
一
五
）
崩
、
年
五
十
四
。
遺
令
曰
、
皇
太
后
敬
問
具
位
。
萬
物

之
理
、
必
歸
於
有
極
。
未
亡
人
嬰
霜
露
疾
、
日
以
衰
頓
、
幸
終
天
年
、
得
奉
陵
寢
、
志
願
獲
矣
、
其
何
所
哀
。
易
月
之
典
、
古
今
所
共
、
皇
帝
宜
三
日

聽
政
、
服
二
十
七
日
釋
、
天
下
吏
民
、
令
到
臨
三
日
止
。
宮
中
非
朝
暮
臨
無
輒
哭
、
無
禁
昬
嫁
祠
祀
、
飲
食
酒
肉
。
已
釋
服
、
聽
舉
樂
、
侍
醫
無
加
罪
、

陪
祔
如
舊
制
。

と
あ
る
。
順
宗
の
王
皇
后
が
次
の
憲
宗
朝
に
崩
御
し
た
時
、
自
分
の
た
め
に
憲
宗
以
下
が
厚
葬
に
従
事
す
る
こ
と
が
無
い
よ
う
に
指
示
し
た
、
い
わ
ば
薄
葬
の

令
で
あ
る
。
国
書
で
は
な
く
、『
新
唐
書
』
で
は
本
文
が
改
筆
さ
れ
た
例
も
多
い
が
、「
敬
問
」
と
あ
る
皇
太
后
の
貴
重
な
令
（
遺
令
）
と
し
て
紹
介
し
て
お
く
。
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三
　
唐
代
の
致
書
文
書

　

次
に
、
唐
朝
か
ら
異
民
族
に
発
信
さ
れ
た
「
致
書
」
文
書
を
取
り
上
げ
る
。
管
見
で
は
以
下
の
三
例
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
皇
帝
以
外
の
官
僚
か
ら
首
長
以

外
の
人
物
に
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

四
部
叢
刊
本
『
白
氏
長
慶
集
』
巻
一
三
（『
全
唐
文
』
巻
六
七
四
）

①　

代
王
佖
答
吐
蕃
北
道
節
度
論
贊
勃
藏
書
（
中
華
書
局
本
『
白
居
易
集
』
巻
五
六
で
は
奉
勅
撰
）

　
　

大
唐
朔
方
靈
鹽
豐
等
州
節
度
使
檢
校
戸
部
尚
書
寧
塞
郡
王
王
佖
致
書
大
蕃
河
西
北
道
節
度
使
論
公
麾
下

同
書
巻
一
四
（『
全
唐
文
』
巻
六
七
四
）

②　

代
忠
亮
答
吐
蕃
東
道
節
度
使
論
結
都
離
等
書
奉
勑
撰　

　
　

大
唐
四
鎭
北
庭
行
軍
涇
原
等
州
節
度
使
檢
校
工
部
尚
書
兼
御
史
大
夫
丹
陽
郡
王
朱
忠
亮
致
書
大
藩
東
道
節
度
使
論
公
・
都
監
軍
使
論
公
麾
下

『
李
文
饒
文
集
』
巻
八
・
制
詞
（『
全
唐
文
』
巻
七
〇
七
）

③　

代
劉
沔
與
囘
鶻
宰
相
頡
于
伽
思
書

　
　

會
昌
三
年
八
月
二
十
日
大
唐
河
東
節
度
使
檢
校
右
僕
射
劉
沔
致
書
于
九
姓
囘
鶻
頡
于
相
公
閣
下

こ
の
う
ち
の
③
に
つ
い
て
は
筆
者
も
既
に
「
唐
代
の
国
際
文
書
形
式
」
で
触
れ
て
お
り
、
斉
会
君
氏
の
早
稲
田
大
学
博
士
（
文
学
）
論
文
『
九
世
紀
前
半
の
東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
際
文
書
の
研
究
』（
二
〇
一
九
年
）
に
は
李
徳
裕
の
『
李
文
饒
文
集
』（『
会
昌
一
品
集
』）
の
回
鶻
・
黠
戛
斯
関
連
の
文
書
を
積
極
的
に
用

い
た
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
白
居
易
の
①
②
に
つ
い
て
の
み
瞥
見
し
て
お
く
。

　

①
の
王
佖
に
つ
い
て
は
、『
旧
唐
書
』
巻
一
三
三
・
李
晟
伝
、
及
び
『
新
唐
書
』
巻
一
五
四
・
同
伝
に
附
伝
が
あ
る
が
、
朔
方
・
霊
・
塩
節
度
使
に
な
っ
た

時
期
に
つ
い
て
は
、
共
に
「
元
和
中
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
一
方
、『
旧
唐
書
』
憲
宗
紀
上
・
元
和
四
年
（
八
〇
九
）
六
月
丁
丑
條
に
「
以
右
衞
上
將
軍
王

佖
爲
靈
州
大
都
督
府
長
史
、
靈
・
鹽
節
度
使
」
と
あ
り
、
同
紀
下
・
元
和
八
年
七
月
條
に
「
丁
卯
、
以
振
武
節
度
使
李
光
進
爲
靈
州
大
都
督
府
長
史
・
靈
武
節

度
使
」、
ま
た
同
年
九
月
壬
申
條
に
「
以
前
朔
方
靈
鹽
節
度
使
王
佖
爲
右
衞
將
軍
。
將
相
出
入
、
翰
林
草
制
、
謂
之
白
麻
。
至
佖
、
奏
罷
中
書
草
制
、
因
爲
例
也
」
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と
あ
り
、
元
和
四
年
に
霊
塩
節
度
使
に
任
じ
ら
れ
、
元
和
八
年
に
そ
の
任
を
離
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る）

（（
（

。
②
の
朱
忠
亮
に
つ
い
て
は
、『
旧
唐
書
』
憲
宗
紀
上
・

元
和
三
年
（
八
〇
八
）
三
月
條
に
「
庚
子
、
以
定
平
鎭
兵
馬
使
朱
士
明
爲
四
鎭
・
北
庭
・
涇
・
原
等
州
節
度
使
」
と
あ
り
、
同
年
四
月
癸
丑
條
に
は
「
賜
朱
士

明
名
曰
忠
亮
」
と
あ
る
。
ま
た
、
同
紀
下
・
元
和
八
年
（
八
一
三
）
一
〇
月
條
に
は
「
辛
卯
、
涇
原
等
節
度
使
朱
忠
亮
卒
」
と
あ
り
、
朱
忠
亮
は
元
和
八
年
に

卒
し
た
。
よ
っ
て
、
①
②
は
元
和
三
年
か
ら
八
年
ま
で
の
数
年
間
に
発
信
さ
れ
た
こ
と
が
判
る
。『
旧
唐
書
』
巻
一
五
一
・
朱
忠
亮
伝
で
は
「
憲
宗
即
位
、
加

御
史
大
夫
。
築
臨
涇
城
有
勞
、
特
加
檢
校
工
部
尚
書
・
涇
原
四
鎭
節
度
使
、
仍
賜
名
」
と
あ
る
。『
新
唐
書
』
巻
一
七
〇
・
朱
忠
亮
伝
で
は
や
や
相
違
が
あ
り
、

「
築
潘
原
城
有
勞
、
改
封
丹
陽
、
卒
」
と
あ
る
。
朱
忠
亮
（
当
時
は
朱
士
明
）
は
、
建
中
二
年
（
七
八
一
）
の
朱
泚
の
乱
の
時
に
徳
宗
の
蒙
塵
し
た
奉
天
に
駆

け
つ
け
て
東
陽
郡
王
を
授
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、『
新
唐
書
』
の
記
事
に
従
え
ば
②
の
発
信
時
期
は
元
和
八
年
に
近
い
時
期
と
な
ろ
う
。

　

吐
蕃
は
安
史
の
乱
後
に
唐
へ
の
攻
勢
を
強
め
た
が
、
徳
宗
の
建
中
四
年
（
七
八
三
）
に
お
け
る
清
水
の
会
盟
で
唐
と
吐
蕃
と
の
勢
力
圏
を
決
定
し
た
。
そ
の

後
、
貞
元
三
年
（
七
八
七
）
の
平
涼
の
会
盟
で
は
伏
兵
を
用
い
て
唐
の
使
者
達
を
拉
致
す
る
な
ど
し
た
が
、
翌
年
の
貞
元
四
年
以
降
に
吐
蕃
に
服
属
し
て
い
た

南
詔
が
吐
蕃
か
ら
離
反
し
て
唐
に
帰
属
す
る
動
き
を
示
し
、
国
内
で
も
若
年
の
賛
普
の
交
代
が
相
次
ぐ
と
、
唐
と
吐
蕃
と
の
関
係
は
軍
事
衝
突
か
ら
平
和
的
な

使
節
の
交
換
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
註
（
11
）
所
掲
李
鴻
賓
『
唐
朝
朔
方
軍
研
究
』
に
拠
れ
ば
、
貞
元
一
九
年
（
八
〇
三
）
以
降
に
双
方
の
使
者
の
往
来

が
顕
著
に
増
加
し
、
こ
の
状
態
は
唐
の
辺
将
の
侵
犯
が
頻
発
し
、
憲
宗
の
元
和
一
三
年
（
八
一
八
）
に
吐
蕃
が
武
力
侵
攻
を
再
開
し
出
す
ま
で
続
い
た
（
同
書

第
八
章
）。
例
え
ば
、
元
和
五
年
（
八
一
〇
）
に
は
吐
蕃
が
遣
使
し
て
、
平
涼
の
会
盟
で
吐
蕃
に
拉
致
さ
れ
て
没
し
た
鄭
叔
矩
・
路
泌
の
柩
を
送
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
元
和
四
年
に
は
後
に
触
れ
る
白
居
易
の
「
与
吐
蕃
宰
相
鉢
闡
布
書
」（『
文
苑
英
華
』
巻
四
六
九
）、
元
和
五
年
に
は
「
与
吐
蕃
宰
相

尚
騎
心
兒
等
書
」（
同
書
巻
四
七
〇
）
が
発
信
さ
れ
て
い
る
。
①
②
も
こ
の
よ
う
な
情
況
で
発
信
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
②
の
標
題
の
末
尾
に
は
「
奉
勑
撰
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
奉
勑
撰
と
は
皇
帝
の
意
志
に
基
づ
い
て
記
さ
れ
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
り）

（1
（

、
②
は
唐
朝
中
央
の
意
向
を
辺
将
の
名
で
発
信
し
た
も
の
で
あ

る
。
①
②
と
も
元
和
四
、五
年
頃
に
時
期
を
同
じ
く
し
て
発
信
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

紙
数
の
関
係
で
そ
れ
ぞ
れ
の
全
文
の
紹
介
は
割
愛
す
る
が
、
①
に
は
初
め
に
「
遠
來
辱
書
、
兼
蒙
厚
貺
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
文
は
吐
蕃
側
か
ら
の
来
書
に

対
す
る
返
書
で
あ
る
。
そ
の
中
に

　
　

�

今
聖
上
德
柔
四
海
、
威
及
萬
方
、
雖
外
國
蠻
夷
、
尚
皆
率
伏
。
況
中
華
臣
妾
、
敢
有
不
恭
、
豈
假
彼
蕃
欲
相
借
助
、
誠
愧
厚
意
、
終
訝
過
言
。
承
去
年
出
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師
、
討
逐
廻
紇
、
其
間
勝
負
、
此
亦
備
知
、
不
勞
來
書
、
遠
相
示
及
。

と
あ
る
。
そ
の
前
に
、
唐
の
辺
境
に
居
る
党
項
に
関
す
る
「
亦
聞
闚
彼
財
貨
、
亡
命
而
去
、
獲
利
而
歸
」
と
い
う
文
が
あ
る
。
唐
が
異
民
族
に
授
与
す
る
国
書

で
は
「
彼
」
と
あ
る
の
は
相
手
側
、「
此
」
と
あ
る
の
は
唐
側
の
こ
と
で
あ
る
。
右
の
文
で
「
豈
假
彼
蕃
、
欲
相
借
助
」
と
あ
る
の
は
、
唐
に
服
属
し
た
党
項

が
し
ば
し
ば
吐
蕃
の
辺
境
に
侵
入
し
て
掠
奪
す
る
の
に
吐
蕃
が
唐
に
助
兵
す
る
と
申
し
出
た
の
に
対
し
、
や
ん
わ
り
拒
絶
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
承
去

年
出
師
、
討
逐
廻
紇
」
と
い
う
の
は
、『
新
唐
書
』
吐
蕃
伝
下
に
「
憲
宗
初
、
…
…
。
後
比
年
來
朝
、
然
以
五
萬
騎
入
振
武
拂
鵜
泉
、
萬
騎
至
豐
州
大
石
谷
、

鈔
回
鶻
還
國
者
」
と
い
う
事
件
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
元
和
五
年
の
記
事
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
元
和
四
年
に
起
き
た
事
件
で
あ
る
。
承
は
そ
の
よ
う
な

吐
蕃
の
通
知
を
承
知
し
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
以
下
の
省
略
し
た
部
分
は
、
回
鶻
の
生
口
（
捕
虜
）
等
に
対
す
る
そ
の
後
の
措
置
に
つ
い
て
記
し
て
い

る
。

　

次
に
②
で
あ
る
が
、
こ
の
文
の
冒
頭
に
は
「
專
使
辱
問
、
悚
慰
良
深
」
と
あ
る
の
で
、
吐
蕃
の
東
道
節
度
使
論
結
都
離
等
か
ら
の
来
書
に
対
す
る
返
書
で
あ

る
。
次
に
友
好
関
係
に
関
す
る
型
通
り
の
挨
拶
が
あ
る
が
、
そ
の
後
に
「
忽
枉
來
問
、
稍
乖
素
誠
、
雖
有
過
言
、
敢
以
衷
告
」
と
あ
り
、
吐
蕃
側
の
間
違
っ
た

言
い
分
に
対
し
て
は
反
論
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
す
る
。
続
け
て
「
來
書
云
、
頻
見
燒
草
、
何
使
如
然
者
」
と
あ
っ
て
、
唐
側
が
辺
境
で
火
を
放
っ
て
枯
草
を

焼
い
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
吐
蕃
側
の
抗
議
を
記
し
、
こ
れ
に
対
し
て
「
至
如
時
警
邊
防
、
歳
焚
宿
草
、
蓋
是
毎
年
常
事
、
何
忽
今
日
形
言
」
と
述
べ
、
辺
境

防
備
の
た
め
に
宿
草
を
焼
き
払
う
の
は
毎
年
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
今
さ
ら
言
い
立
て
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
、
と
す
る
。
焚
草
は
境
界
を
越
え
る
牛
馬
の
移

動
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
点
は
省
略
す
る
。
次
に
、「
又
云
、
去
年
忽
生
異
見
、
近
界
築
城
者
。
且
國
雖
通
好
、
軍
不
撤
警
、
近
邊

修
緝
、
彼
此
尋
常
。
況
城
是
漢
城
、
地
非
蕃
地
、
豈
乖
通
理
、
何
致
深
疑
…
…
。
須
曾
報
牒
、
彼
已
息
詞
。
今
又
再
言
、
寧
無
慙
德
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
こ
の

文
書
の
眼
目
で
あ
る
。
即
ち
、
唐
が
辺
境
に
築
城
し
た
こ
と
に
対
し
て
吐
蕃
側
が
抗
議
し
、
こ
れ
に
対
し
て
唐
の
国
内
の
築
城
に
対
し
て
吐
蕃
側
が
異
を
唱
え

る
筋
合
い
は
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
須
曾
報
牒
、
彼
已
息
詞
」
と
あ
る
の
で
、
前
に
も
そ
の
よ
う
な
抗
議
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

既
に
引
い
た
よ
う
に
、『
旧
唐
書
』
巻
一
五
一
・
朱
忠
亮
伝
で
は
「
憲
宗
即
位
、
…
…
築
臨
涇
城
有
勞
、
特
加
檢
校
工
部
尚
書
・
涇
原
四
鎭
節
度
使
、
仍
賜
名
」

と
あ
り
、『
新
唐
書
』
巻
一
七
〇
・
同
伝
で
は
「
築
潘
原
城
有
勞
、
改
封
丹
陽
、
卒
」
と
あ
っ
た
。『
旧
唐
書
』
巻
三
八
・
地
理
志
一
・
関
内
道
涇
州
條
に
「
良

原　

隋
陰
盤
縣
、
天
寳
元
年
改
爲
潘
源マ

マ

縣
、
界
有
潘
原
廢
縣
」
と
あ
り
、『
新
唐
書
』
巻
三
七
・
地
理
志
一
・
同
條
「
潘
原
」
の
原
註
に
は
「
本
陰
盤
、
天
寳
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元
年
更
名
、
後
省
爲
彰
信
堡
。
貞
元
十
一
年
復
置
」
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
潘
原
県
は
い
っ
た
ん
廃
さ
れ
て
徳
宗
の
貞
元
一
一
年
（
七
九
五
）
に
復
置
さ
れ
、

そ
の
間
に
荒
廃
し
た
城
壁
を
後
に
朱
忠
亮
が
改
修
し
た
の
で
あ
る
。
臨
涇
城
・
潘
原
城
の
修
復
は
、
涇
原
四
鎭
節
度
使
ま
た
は
丹
陽
郡
王
を
与
え
ら
れ
る
だ
け

の
重
要
な
功
績
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
辺
境
防
備
の
体
制
に
つ
い
て
相
手
側
が
警
戒
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
こ
の
時
の
唐
と
吐
蕃
と
の
関
係
は

決
し
て
友
好
一
辺
倒
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
辺
境
で
の
摩
擦
は
あ
り
な
が
ら
、
小
康
状
態
を
保
っ
て
い
た
の
が
徳
宗
朝
後
期
か
ら
憲
宗
朝
の
唐
―

吐
蕃
関
係
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
当
時
は
安
西
四
鎮
と
北
庭
都
護
府
と
は
吐
蕃
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
朱
忠
亮
の
四
鎭
北
庭
行
軍
涇
原
等

州
節
度
使
の
う
ち
、
四
鎮
北
庭
節
度
使
は
い
わ
ば
加
銜
で
あ
り
実
際
に
は
彼
は
涇
原
に
駐
屯
し
て
い
た
。
し
か
し
、
唐
朝
は
四
鎮
北
庭
節
度
使
を
建
前
上
の
正

規
の
官
と
し
て
、
涇
原
節
度
使
の
方
を
行
軍
と
称
し
て
臨
時
の
官
の
扱
い
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
は
唐
の
節
度
使
か
ら
吐
蕃
の
地
方
官
（
節
度
使
）
へ
発
信
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
が
、
②
に
奉
勑
撰
と
あ
り
、
実
際
に
は
唐
の
皇
帝
の
承
認
の
下
に
起
草

さ
れ
た
文
書
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
回
鶻
宰
相
に
送
ら
れ
た
③
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、『
文
苑
英
華
』
に
は
唐
の
皇
帝
か
ら
宰
相
に
送
ら
れ
た
敕
書
が
収

録
さ
れ
て
お
り
、
巻
数
・
著
者
・
標
題
及
び
冒
頭
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
併
せ
て
、
私
の
大
学
院
の
授
業
で
検
討
し
た
起
草
の
年
次
に
つ
い
て
も
括
弧
内
に

記
し
て
お
く
。

　
　

�

巻
四
六
九
・
陸
贄
「
勑
吐
蕃
将
相
書
」
―
勑
尚
覧
鑠
（
貞
元
二
年
〈
七
八
六
〉
七
～
八
月
）、「
勑
吐
蕃
宰
相
尚
結
贊
書
」
―
勑
尚
結
贊
（
貞
元
二
年
八
月
）、

「
勑
尚
結
贊
第
三
書
」（
貞
元
二
年
八
月
）、
白
居
易
「
與
吐
蕃
宰
相
鉢
闡
布
書
」
―
勑
吐
蕃
宰
相
沙
門
鉢
闡
布
（
元
和
四
年
〈
八
〇
九
〉
冬
）、
巻

四
七
〇
・
白
居
易
「
與
吐
蕃
宰
相
尚
騎
心
兒
等
書
」
―
勑
吐
蕃
宰
相
尚
綺マ

マ

心
兒
等
（
元
和
五
年
〈
八
一
〇
〉
七
月
）

以
上
、
い
ず
れ
も
対
象
は
吐
蕃
の
宰
相
で
あ
り
、
白
居
易
の
二
書
が
元
和
四
、五
年
に
集
中
し
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。
徳
宗
朝
か
ら
憲
宗
朝
に
か
け
て
の
唐

―
吐
蕃
関
係
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
国
書
を
精
細
に
吟
味
す
れ
ば
、
よ
り
豊
富
な
事
実
が
引
き
出
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
因
み
に
、
以
上
の
「
勑

吐
蕃
宰
相
尚
結
贊
書
」「
勑
尚
結
贊
第
三
書
」
に
つ
い
て
は
、『
全
唐
文
』
巻
四
六
四
・
陸
贄
（
四
部
叢
刊
本
『
陸
宣
公
集
』
で
は
巻
一
〇
）
で
は
「
賜
尚
結
贊

第
二
書
」
も
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
第
二
書
は
冒
頭
の
部
分
を
缺
く
と
同
時
に
、
第
一
書
と
同
文
の
部
分
や
第
三
書
と
も
内
容
的
に
重
な
る
部
分
も
あ
る

の
で
、
草
稿
と
し
て
記
さ
れ
た
の
み
の
不
完
全
な
敕
書
で
あ
り
、
陸
贄
の
文
集
に
は
収
録
さ
れ
て
も
、『
文
苑
英
華
』
に
は
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る）

（1
（

。
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四
　
五
代
の
国
書

　

五
代
の
国
書
に
つ
い
て
は
中
西
朝
美
氏
の
専
論
が
あ
り）

（1
（

、
そ
れ
に
依
拠
し
て
用
例
を
掲
げ
る
と
以
下
の
ご
と
く
に
な
る
。
初
め
に
、
後
唐
と
十
国
の
呉
と
の

間
に
は
『
十
国
春
秋
』
巻
三
・
呉
本
紀
・
順
義
三
年
（
九
二
三
）
一
〇
月
戊
戌
條
に

　
　

�

唐
以
滅
梁
來
告
、
始
稱
詔
、
我
國
不
受
。
唐
主
隨
易
書
、
用
敵
國
禮
曰
、
大
唐
皇
帝
致
書
於
呉
國
主
。
王
…
…
又
遣
使
張
景
報
聘
、
稱
大
呉
國
主
上
書
大

唐
皇
帝
。
辭
禮
如
牋
表
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
は
『
資
治
通
鑑
』
や
『
旧
五
代
史
』
と
の
間
に
多
少
の
異
同
が
あ
る
が
、
後
唐
の
荘
宗
か
ら
は
敵
国
の
礼
と
し
て
「
皇
帝
致
書
」
の
形
式
を

用
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、『
旧
五
代
史
』
巻
一
三
六
・
王
衍
伝
に
は

　
　

�

唐
莊
宗
平
梁
、
遣
使
告
捷
於
蜀
。
蜀
人
恟
懼
、
致
禮
復
命
、
稱
大
蜀
國
主
致
書
上
大
唐
皇
帝
。
詞
理
稍
抗
、
莊
宗
不
能
容
。

と
あ
る
。
こ
れ
も
右
と
同
様
に
後
唐
建
国
時
の
同
光
元
年
（
九
二
三
）
の
こ
と
と
な
る
が
、
逆
に
前
蜀
の
王
衍
が
「
國
主
致
書
上
大
唐
皇
帝
」
と
い
う
書
を
出

し
な
が
ら
、
内
容
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
遜
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
南
漢
に
つ
い
て
も
、『
旧
五
代
史
』
巻
一
三
五
・
劉
陟
伝
に
同
光
三
年
の

後
唐
の
建
国
に
関
連
し
て

　
　

及
聞
莊
宗
平
梁
、
遣
僞
宮
苑
使
何
詞
來
聘
、
稱
大
漢
國
主
致
書
上
大
唐
皇
帝
。

と
あ
る
。
五
代
十
国
時
代
の
十
国
は
基
本
的
に
五
代
の
諸
王
朝
に
臣
属
し
て
い
る
の
で
、「
致
書
上
皇
帝
」
の
書
式
を
と
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

に
対
し
、
敵
国
の
礼
を
用
い
る
場
合
は
「
皇
帝
致
書
于
国
主
」
の
形
式
に
な
る
の
で
あ
り
、「
上
」
一
字
を
挿
入
す
る
か
否
か
で
、
差
出
人
と
受
取
人
の
立
場

は
か
な
り
相
違
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
五
代
中
期
の
後
晉
は
後
唐
を
滅
ぼ
す
際
に
契
丹
の
援
助
を
求
め
、
燕
雲
十
六
州
を
契
丹
に
割
譲
し
て
臣
従
し
、
や
が
て
後
晉
に
有
利
な
情

況
を
作
り
出
そ
う
と
画
策
し
て
却
っ
て
契
丹
に
滅
ぼ
さ
れ
る
。
後
晉
と
契
丹
と
の
間
の
国
書
は
な
い
が
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
八
一
・
後
晉
紀
二
・
高
祖
天
福

三
年
（
九
三
八
）
七
月
戊
寅
條
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　

�

帝
事
契
丹
甚
謹
、
奉
表
稱
臣
、
謂
契
丹
主
爲
父
皇
帝
。
毎
契
丹
使
至
、
帝
於
別
殿
拜
受
詔
敕
。
…
…
其
後
契
丹
主
屢
止
帝
上
表
稱
臣
、
但
令
爲
書
稱
兒
皇
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帝
、
如
家
人
禮
。

ま
た
、『
旧
五
代
史
』
巻
一
三
七
・
契
丹
伝
・
会
同
元
年
（
九
三
八
）
條
に
も

　
　

既
而
德
光
（
耶
律
德
光
、
太
宗
）
請
晉
高
祖
不
稱
臣
、
不
上
表
、
來
往
緘
題
止
用
家
人
禮
、
但
云
兒
皇
帝
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
後
晉
建
国
後
に
高
祖
が
称
臣
し
た
の
に
対
し
、
契
丹
の
太
宗
は
称
臣
、
上
表
せ
ず
に
家
人
の
礼
を
用
い
て
児
皇
帝
と
称
す
る
よ
う
に
指
示

し
た
の
で
あ
る）

（1
（

。
し
か
し
、
高
祖
の
死
後
に
出
帝
が
嗣
い
だ
時
の
こ
と
と
し
て
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
八
三
・
後
晉
紀
四
・
天
福
七
年
（
九
四
二
）
一
二
月
條

に
　
　

�

帝
之
初
即
位
也
、
大
臣
議
奉
表
稱
臣
、
告
哀
於
契
丹
。
景
延
廣
請
致
書
稱
孫
而
不
稱
臣
。
…
…
帝
卒
從
延
廣
議
。
契
丹
大
怒
、
遣
使
來
責
讓
、
且
言
、
何

得
不
先
承
稟
、
遽
即
帝
位
。

と
あ
り
、『
旧
五
代
史
』
巻
八
八
・
景
延
広
伝
・
同
年
條
に
も

　
　

少
帝
既
嗣
位
、
…
…
朝
廷
遣
使
、
告
哀
契
丹
、
無
表
致
書
、
去
臣
稱
孫
。
契
丹
怒
、
遣
使
來
讓
。

と
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
史
料
を
勘
案
す
る
と
、
出
帝
は
契
丹
に
表
を
用
い
ず
に
「
致
書
」
と
称
し
、
か
つ
称
臣
し
な
か
っ
た
の
で
、
契
丹
の
怒
り
を
買
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
高
祖
の
時
に
称
臣
及
び
上
表
を
し
な
か
っ
た
と
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
の
国
書
に
「
致
書
」
の
文
言
を
用
い
た
か
ど
う
か
は
不
明

で
あ
る）

（1
（

。

　

五
代
後
期
の
後こ

う

漢か
ん

と
後
周
と
で
は
、
僅
か
五
年
間
の
王
朝
で
あ
っ
た
後
漢
に
は
国
書
に
関
す
る
史
料
は
な
い
。
後
周
に
つ
い
て
は
、『
遼
史
』
巻
五
・
世
宗
・

天
禄
五
年
（
九
五
一
）
二
月
條
に
、
後
周
か
ら
契
丹
へ
の
使
者
に
関
し
て
「
周
遣
姚
漢
英
・
華
昭
胤
來
、
以
書
辭
抗
禮
、
留
漢
英
等
」
と
あ
り
、
後
周
が
契
丹

に
対
し
て
対
等
の
書
式
を
用
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
書
頭
の
様
式
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
判
ら
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
時
期
に
は
、
契
丹

と
十
国
の
諸
国
や
後
周
と
十
国
の
諸
国
の
間
の
文
書
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。『
資
治
通
鑑
』
巻
二
九
〇
・
後
周
紀
一
・
太
祖
広
順
元
年
（
九
五
一
）
四
月
丁
未

條
の
後
に
は

　
　

�

契
丹
主
遣
使
如
北
漢
、
…
…
北
漢
主
使
鄭
珙
以
厚
賂
謝
契
丹
、
自
稱
姪
皇
帝
致
書
於
叔
天
授
皇
帝
、
請
行
冊
禮
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
中
西
氏
は
、
親
族
呼
称
附
き
の
「
致
書
」
文
言
が
具
体
的
に
示
さ
れ
た
最
初
の
例
で
は
な
い
か
と
す
る
。
後
蜀
か
ら
後
周
へ
の
国
書
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と
し
て
は
、
王
明
清
『
揮
麈
後
録
』
巻
五
に

　
　

�
三
朝
史
孟
昶
傳
云
、
…
…
周
世
宗
既
取
秦
・
鳳
、
昶
（
孟
昶
）
懼
致
書
世
宗
、
自
稱
大
蜀
皇
帝
。
世
宗
怒
其
抗
禮
不
答
。
其
書
眞
迹
今
藏
樓
大
防
所
、
用

錄
于
左
。
七
月
一
日
、
大
蜀
皇
帝
謹
致
書
于
大
周
皇
帝
閤
下
。

と
あ
る
。『
資
治
通
鑑
』
巻
二
九
二
・
後
周
紀
三
・
世
宗
顕
徳
二
年
（
九
五
五
）
一
〇
月
壬
申
條
の
後
に
対
応
す
る
記
事
が
あ
り
、
こ
れ
は
九
五
五
年
の
こ
と

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
契
丹
か
ら
南
唐
へ
の
国
書
と
し
て
は
、
陸
游
『
南
唐
書
』
巻
一
八
・
契
丹
伝
に

　
　

元
宗
嗣
位
、
遣
使
者
公
乘
鎔
。
…
…
既
至
而
契
丹
亂
、
兀
欲
被
弑
、
弟
述
律
遺
元
宗
書
曰
、
大
契
丹
天
順
皇
帝
謹
致
書
大
唐
皇
帝
闕
下
。

と
あ
る
。
耶
律
兀
欲
は
契
丹
の
世
宗
、
耶
律
述
律
は
穆
宗
で
、
こ
れ
は
九
五
一
年
の
国
書
と
な
る
が
、
君
主
の
弑
殺
と
い
う
事
態
が
あ
っ
た
せ
い
か
完
全
に
対

等
な
形
式
と
な
り
、
そ
こ
に
「
謹
致
書
」
と
「
謹
」
字
の
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
南
唐
が
後
周
に
滅
ぼ
さ
れ
る

直
前
に
な
る
と
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
九
二
・
後
周
紀
三
・
世
宗
顕
徳
三
年
（
九
五
六
）
二
月
條
に

　
　

唐
主
遣
泗
州
牙
將
王
知
朗
齎
書
抵
徐
州
、
稱
唐
皇
帝
奉
書
大
周
皇
帝
。（
中
略
）
甲
戌
、
徐
州
以
聞
、
帝
不
答
。

と
あ
り
、
そ
の
後
南
唐
は
奉
表
称
臣
し
て
後
周
に
降
伏
し
た
。
降
伏
後
の
南
唐
に
後
周
か
ら
送
ら
れ
た
国
書
と
し
て
は
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
九
四
・
後
周
紀
五
・

世
宗
顕
徳
五
年
（
九
五
八
）
三
月
丁
酉
（
一
六
日
）
條
に
は
「
上
賜
唐
主
書
、稱
皇
帝
恭
問
江
南
國
主
」
と
あ
り
、陸
游
『
南
唐
書
』
巻
二
・
交
泰
元
年
（
九
五
八
）

三
月
壬
辰
（
一
一
日
）
條
に
は

　
　

周
帝
始
采
唐
報
回
紇
可
汗
故
事
、
答
帝
璽
書
、
稱
皇
帝
致
書
敬
問
江
南
國
主
。
帝
遣
閤
門
承
旨
劉
承
遇
上
表
、
稱
唐
國
主
。

と
あ
る
。
五
日
違
い
の
日
附
か
ら
見
て
同
じ
事
実
を
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、「
皇
帝
恭
問
」
と
「
皇
帝
致
書
敬
問
」
と
で
は
相
違
が
あ
る
。「
皇
帝
恭
問
」

は
他
に
類
例
が
な
い
し
、
後
周
が
回
紇
に
対
す
る
唐
の
国
書
の
書
式
を
採
用
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
致
書
を
衍
字
と
し
て
「
皇
帝
敬
問
」
の
書
式
で
あ
っ

た
と
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

以
上
、
五
代
に
つ
い
て
は
専
ら
中
西
氏
の
蒐
集
し
た
史
料
の
例
を
挙
げ
た
が
、
全
体
的
に
み
る
と
「
皇
帝
謹
致
書
」
が
む
し
ろ
対
等
な
関
係
の
書
式
で
あ
り
、

「
皇
帝
敬
問
」
は
却
っ
て
よ
り
下
位
の
国
に
授
与
し
た
書
式
と
な
る
。
皇
帝
か
ら
外
国
の
君
主
に
授
与
す
る
最
上
位
の
国
書
冒
頭
の
形
式
と
し
て
、「
皇
帝
敬
問
」
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が
通
行
し
て
い
た
唐
と
は
明
ら
か
に
違
う
情
況
が
現
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

五
　
宋
代
の
契
丹
へ
の
国
書

　

周
知
の
如
く
、
北
宋
や
南
宋
は
契
丹
（
遼
）
及
び
金
に
対
し
て
兄
弟
・
姪
叔
な
ど
、
対
等
ま
た
は
宋
が
や
や
下
と
な
る
関
係
を
結
ん
だ
。
国
書
の
形
式
に
も

そ
れ
が
反
映
す
る
が
、
国
書
に
関
連
す
る
史
料
の
多
い
『
宋
大
詔
令
集
』
は
南
宋
・
高
宗
の
紹
興
年
間
（
一
一
三
一
～
一
一
六
二
）
の
編
集
で
、『
続
資
治
通

鑑
長
編
』
は
北
宋
に
関
す
る
編
年
史
で
あ
り
、『
三
朝
北
盟
会
編
』
は
徽
宋
・
欽
宗
・
高
宗
朝
と
遼
・
金
と
の
交
渉
の
記
録
で
あ
っ
て
、
孝
宗
（
在
位

一
一
六
二
～
一
一
八
九
）
以
後
の
記
録
は
な
い
。
高
宗
朝
の
建
炎
（
一
一
二
七
～
一
一
三
〇
）・
紹
興
年
間
の
南
宋
と
金
と
の
交
渉
の
記
録
で
あ
る
『
建
炎
以

来
繫
年
要
録
』
に
は
、
本
稿
で
引
用
す
る
よ
う
な
史
料
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、『
宋
史
』『
遼
史
』『
金
史
』
そ
れ
ぞ
れ
の
全
文
と
『
宋
会
要
輯
稿
』
蕃

夷
を
一
瞥
し
た
が
、
宋
の
国
書
冒
頭
を
著
録
し
た
史
料
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
以
下
に
は
主
に
『
宋
大
詔
令
集
』
に
拠
っ
て
、
北
宋
を
中
心
に
宋
代

の
国
書
の
特
徴
に
つ
い
て
概
括
し
た
い
。
た
だ
し
、
紙
数
の
関
係
か
ら
具
体
的
な
本
文
の
内
容
に
つ
い
て
は
割
愛
し
、
冒
頭
の
書
式
に
つ
い
て
の
み
言
及
す

る）
（1
（

。

　
『
宋
大
詔
令
集
』
で
は
、
金
に
対
す
る
国
書
は
巻
二
二
八
・
四
裔
一
・
大
金
に
三
例
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
冒
頭
部
分
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
一
例
の
み
で

あ
る
で
あ
る
の
で
、
契
丹
（
遼
）
に
対
す
る
国
書
を
先
に
取
り
上
げ
る
。
同
巻
・
契
丹
一
の
次
の
文
が
冒
頭
部
分
の
収
録
さ
れ
て
い
る
最
初
の
例
と
な
る
。

　
　
　
　
　

與
契
丹
遺
書

　
　

二
月
日
、
兄
大
宋
皇
帝
致
書
于
弟
大
契
丹
睿
文
英
武
宗
道
至
德
崇
仁
廣
孝
功
成
治
定
啓
元
昭
聖
神
贊
天
輔
皇
帝
闕
下
…
…
不
宣
白

　
　
　
　
　

即
位
報
契
丹
書

　
　

二
月
日
、
姪
大
宋
皇
帝
謹
致
書
于
叔
大
契
丹
睿
文
英
武
宗
道
至
德
崇
仁
廣
孝
功
成
治
定
啓
元
昭
聖
神
贊
天
輔
皇
帝
闕
下
…
…
姪
大
宋
皇
帝
謹
白

　
　
　
　
　

與
契
丹
告
哀
書

　
　

二
月
日
、
姪
大
宋
皇
帝
謹
致
書
于
叔
大
契
丹
睿
文
英
武
宗
道
至
德
崇
仁
廣
孝
功
成
治
定
啓
元
昭
聖
神
贊
天
輔
皇
帝
闕
下
…
…
姪
大
宋
皇
帝
謹
白
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以
上
の
三
例
の
う
ち
、第
一
例
は
宋
と
契
丹
と
が
兄
弟
関
係
の
時
の
も
の
で
あ
る
が
、「
皇
帝
致
書
于
皇
帝
」
の
形
式
を
取
っ
て
い
る
。
天
輔
皇
帝
は
聖
宗
（
在

位
九
八
二
～
一
〇
三
一
）
で
あ
り
、
本
文
の
文
面
か
ら
見
て
も
、
第
一
例
は
北
宋
の
真
宗
（
在
位
九
九
七
～
一
〇
二
二
）
の
崩
御
の
時
の
も
の
で
あ
る
。
次
の

第
二
例
は
真
宗
を
継
い
だ
仁
宗
（
在
位
一
〇
二
二
～
一
〇
六
三
）
の
即
位
を
伝
え
た
も
の
で
、
真
宗
の
子
で
あ
る
仁
宗
は
契
丹
の
聖
宗
に
対
し
、
一
時
的
に

「
姪お

い

」
を
名
乗
っ
た
の
で
あ
る
。「
皇
帝
謹
致
書
于
皇
帝
」
と
、「
致
書
」
の
上
に
「
謹
」
字
を
加
え
て
お
り
、末
尾
も
「
不
宣
白
」
の
み
の
第
一
例
に
対
し
、「
姪

大
宋
皇
帝
謹
白
」
と
「
姪
大
宋
皇
帝
」
を
繰
り
返
し
た
上
に
「
謹
」
字
を
加
え
て
い
る
。
以
上
の
例
か
ら
、
宋
代
で
は
「
致
書
」
が
対
等
な
国
家
間
で
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
宋
の
皇
帝
の
排
行
が
下
に
な
る
場
合
に
は
更
に
譲
歩
し
た
表
現
形
式
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
三
例
は
、
仁

宗
の
立
場
か
ら
改
め
て
真
宗
の
崩
御
に
つ
い
て
伝
え
た
文
書
で
あ
る
。
同
巻
の
契
丹
に
対
す
る
国
書
の
最
初
の
例
は
真
宗
・
景
徳
元
年
（
一
〇
〇
四
）
元
年
十

月
丙
午
の
澶
淵
の
盟
に
関
係
す
る
「
與
契
丹
國
主
書
」
で
あ
る
が
、「
密
邇
封
壤
、
遐
慕
聲
猷
（
下
略
）」
と
あ
り
、『
宋
大
詔
令
集
』
で
は
こ
の
よ
う
な
特
定

の
事
項
に
関
す
る
国
書
は
概
ね
冒
頭
の
部
分
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
は
、
冒
頭
の
部
分
を
収
録
す
る
例
を
瞥
見
す
る
。

　

ま
ず
、
賀
契
丹
生
辰
國
書
が
あ
り
、
巻
二
二
八
に
は
次
の
例
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　

正
月
日
、
兄
大
宋
皇
帝
致
書
于
弟
大
契
丹
聰
文
聖
武
英
略
神
功
睿
哲
仁
孝
皇
帝
闕
下
…
…
不
宣
白

続
け
て
「
問
候
契
丹
皇
太
后
書
」
と
し
て

　
　

正
月
日
、
姪
大
宋
皇
帝
謹
致
書
于
嬸
皇
大
契
丹
儀
天
體
道
至
仁
廣
德
慈
順
章
聖
皇
太
后
闕
下
…
…
不
宣
謹
白

の
例
が
あ
る
が
、こ
れ
は
遼
の
興
宗
（
在
位
一
〇
三
一
～
一
〇
五
五
）
の
誕
生
日
を
祝
う
「
賀
契
丹
生
辰
國
書
」
と
併
せ
て
皇
太
后
に
送
ら
れ
た
国
書
で
あ
る
。

皇
帝
を
弟
と
す
る
の
に
対
し
皇
太
后
を
嬸お

ば

と
表
現
し
、
皇
帝
に
対
し
て
「
致
書
」「
不
宣
白
」
と
称
し
て
い
る
部
分
は
、「
謹
致
書
」「
不
宣
謹
白
」
と
そ
れ
ぞ

れ
「
謹
」
字
を
加
え
て
い
る
。
当
然
、
排
行
が
上
と
な
る
皇
太
后
に
対
す
る
配
慮
で
あ
る
。
な
お
、
以
上
の
例
で
は
宋
の
皇
帝
は
「
大
宋
皇
帝
」
と
の
み
称
し

て
い
る
が
、
遼
の
皇
帝
や
皇
太
后
に
対
し
て
は
徽
号
を
省
略
せ
ず
に
称
し
て
い
る
。
こ
れ
は
唐
代
の
国
書
に
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
例
で
あ
る）

（1
（

。

　

同
書
巻
二
二
九
～
巻
二
三
二
に
も
類
例
は
数
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
微
妙
に
用
法
の
違
う
例
も
多
い
の
で
、
巻
二
二
九
に
つ
い
て
の
み
冒
頭
の
部

分
を
略
さ
ず
収
録
し
て
い
る
例
の
標
題
を
煩
を
厭
わ
ず
列
挙
す
る
。『
宋
大
詔
令
集
』
は
南
宋
初
期
に
編
輯
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
に
見
え
る
標
題
は
内
容

を
良
く
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
巻
二
二
九
に
は
賀
契
丹
生
辰
書
・
問
候
契
丹
皇
太
后
書
の
セ
ッ
ト
が
あ
り
、
巻
末
近
く
の
皇
帝
賀
契
丹
生
辰
書
・
皇
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帝
請
契
丹
皇
帝
達
皇
太
后
礼
物
書
も
同
類
で
あ
る
が
、
後
者
は
契
丹
の
皇
帝
に
皇
太
后
に
対
す
る
礼
物
を
届
け
る
よ
う
依
頼
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
前
に

戻
っ
て
、
回
謝
契
丹
皇
帝
書
・
回
謝
契
丹
皇
太
后
書
は
契
丹
の
皇
帝
や
皇
太
后
の
発
信
し
た
文
書
に
対
す
る
謂
わ
ば
礼
状
で
あ
る
。
回
謝
契
丹
告
哀
書
・
回
謝

契
丹
皇
太
后
告
哀
書
は
契
丹
の
先
帝
（
文
成
皇
帝）

（1
（

）
の
崩
御
を
告
げ
た
契
丹
の
皇
帝
・
皇
太
后
の
文
に
対
す
る
返
書
で
あ
る
。
こ
の
巻
の
以
下
の
文
の
称
謂
は
、

全
て
伯
大
宋
皇
帝
・
姪
大
契
丹
皇
帝
、
ま
た
姪
大
宋
皇
帝
（
一
例
の
み
姪
大
宋
家
皇
帝
）・
嬸
大
契
丹
太
皇
太
后
で
あ
る
。
次
の
回
契
丹
太
皇
太
后
回
謝
書
・

回
契
丹
回
謝
書
は
そ
れ
ぞ
れ
契
丹
の
先
帝
の
崩
御
に
対
し
て
贈
っ
た
賵
物
に
添
え
た
、
太
皇
太
后
や
皇
帝
に
対
す
る
文
書
で
あ
る
。
回
契
丹
皇
帝
告
哀
書
は
契

丹
の
太
皇
太
后
の
死
去
を
伝
え
た
文
書
の
返
書
で
あ
る
。
賀
契
丹
正
旦
書
・
賀
契
丹
太
皇
太
后
正
旦
書
は
、
正
月
の
挨
拶
で
あ
る
。
回
契
丹
賀
正
旦
書
・
回
契

丹
達
皇
太
后
賀
正
旦
書
は
、
契
丹
の
正
旦
の
挨
拶
に
対
す
る
返
書
で
、
達
皇
太
后
の
方
は
皇
太
后
に
対
す
る
返
書
の
伝
達
を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。
回
契
丹

賀
乾
元
節
書
・
回
契
丹
達
皇
太
后
賀
乾
元
節
書
は
、
宋
の
皇
帝
の
誕
生
日
（
乾
元
節
は
仁
宗
の
誕
生
日
）
の
契
丹
側
の
祝
い
の
書
に
対
す
る
返
書
で
あ
り
、
達

皇
太
后
は
右
と
同
様
の
皇
太
后
に
対
す
る
伝
達
の
依
頼
で
あ
る
。

　

巻
二
三
〇
で
は
以
上
と
違
う
例
を
挙
げ
る
。
皇
帝
登
宝
位
報
契
丹
皇
帝
書
・
皇
帝
登
宝
位
報
契
丹
皇
太
后
書
は
皇
帝
の
即
位
の
前
に
先
帝
の
崩
御
を
告
げ
た

文
で
、
宋
帝
は
兄
、
契
丹
の
皇
帝
は
弟
で
あ
る
。
皇
帝
回
謝
契
丹
皇
帝
書
・
皇
帝
回
謝
契
丹
皇
太
后
書
は
契
丹
の
皇
帝
・
皇
太
后
の
仁
宗
の
追
悼
文
に
対
す
る

返
書
で
あ
る
。
皇
帝
回
契
丹
皇
帝
賀
登
宝
位
書
・
皇
帝
回
契
丹
皇
太
后
賀
登
宝
位
書
は
、
契
丹
の
皇
帝
・
皇
太
后
の
宋
・
英
宗
の
即
位
を
祝
っ
た
文
に
対
す
る

返
書
で
あ
る
。
皇
帝
賀
契
丹
皇
太
后
生
辰
書
・
皇
帝
問
候
契
丹
皇
帝
書
は
、
契
丹
の
皇
太
后
の
誕
生
日
に
対
す
る
祝
い
の
書
と
、
併
せ
て
皇
帝
に
も
贈
っ
た
文

書
で
あ
る
。
皇
帝
賀
大
遼
皇
帝
生
辰
書
・
皇
帝
問
候
大
遼
皇
太
后
書
は
、
契
丹
の
皇
帝
の
誕
生
日
に
関
す
る
同
類
の
文
書
で
あ
る
が
、
国
号
は
遼
と
な
っ
て
い

る）
11
（

。
た
だ
し
、
宋
帝
は
兄
、
遼
帝
は
弟
で
あ
る
。
皇
帝
回
契
丹
皇
帝
賀
寿
聖
節
書
・
皇
帝
回
契
丹
皇
太
后
賀
寿
聖
節
書
は
宋
帝
の
誕
生
日
（
寿
聖
節
は
英
宗
〈
在

位
一
〇
六
三
～
一
〇
六
七
〉
の
誕
生
日
〉
に
対
す
る
契
丹
の
皇
帝
・
皇
太
后
の
祝
い
の
文
に
対
す
る
返
書
で
あ
ろ
う
。
英
宗
皇
帝
與
大
遼
皇
帝
遺
書
・
英
宗
皇

帝
與
大
遼
皇
太
后
遺
書
は
、
英
宗
の
死
去
を
伝
え
た
文
書
（
遺
書
）
で
あ
る
。
次
の
皇
帝
賀
大
遼
皇
帝
生
辰
書
・
皇
帝
問
候
大
遼
皇
太
后
書
か
ら
姪
大
宋
皇
帝

と
叔
大
遼
皇
帝
、
及
び
姪
孫
大
宋
皇
帝
と
叔
祖
母
皇
太
后
と
な
っ
て
い
る
。
皇
帝
回
大
遼
皇
帝
賀
同
天
節
書
・
皇
帝
回
大
遼
皇
太
后
賀
同
天
節
書
は
宋
の
神
宗

（
在
位
一
〇
六
七
～
一
〇
八
五
、
同
天
節
は
神
宗
の
誕
生
日
）
に
対
す
る
契
丹
の
祝
い
の
文
へ
の
返
書
で
あ
る
。
巻
二
三
一
の
事
例
は
省
略
し
、
巻
二
三
二
に

つ
い
て
は
次
の
回
大
遼
皇
帝
賀
天
寧
節
書
の
み
を
挙
げ
て
お
く
。
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十
月
日
、
姪
孫
大
宋
皇
帝
謹
致
書
于
叔
祖
大
遼
聖
文
神
武
全
功
大
略
聰
仁
睿
孝
天
祐
皇
帝
闕
下
…
…
不
次
謹
白

と
あ
る
が
、
文
中
に
「
初
紀
誕
彌
之
節
」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
も
宋
帝
の
誕
生
日
の
祝
い
の
文
に
対
す
る
返
書
で
あ
る）

1（
（

。

　

以
上
を
纏
め
る
と
、
ま
ず
宋
の
皇
帝
自
身
の
崩
御
を
伝
え
た
遺
書
や
次
の
皇
帝
の
即
位
を
伝
え
た
即
位
報
契
丹
書
、
契
丹
（
遼
）
の
皇
帝
の
誕
生
日
を
祝
う

賀
生
辰
書
、
契
丹
の
皇
帝
の
発
し
た
文
書
に
対
す
る
回
謝
書
、
契
丹
皇
帝
の
崩
御
を
告
げ
た
文
に
対
す
る
回
謝
告
哀
書
、
契
丹
の
崩
御
し
た
皇
帝
に
対
す
る
香

典
に
添
え
た
回
謝
書
、
正
月
の
挨
拶
の
賀
正
旦
書
、
契
丹
側
の
正
月
の
挨
拶
に
対
す
る
返
書
の
回
賀
正
旦
書
、
契
丹
側
の
追
悼
文
に
対
す
る
返
書
の
回
謝
書
、

宋
帝
の
即
位
に
対
す
る
契
丹
側
の
祝
い
の
文
の
返
書
で
あ
る
皇
帝
回
契
丹
賀
宝
位
書
も
あ
り
、
契
丹
の
皇
太
后
の
生
誕
日
の
祝
い
の
賀
契
丹
皇
太
后
生
辰
書
も

あ
る
。
こ
の
他
、
宋
の
皇
帝
の
誕
生
日
を
祝
う
契
丹
の
文
に
対
す
る
回
書
も
あ
っ
た
。
即
ち
、
双
方
の
皇
帝
の
崩
御
・
即
位
・
誕
生
日
や
新
年
の
挨
拶
に
、
国

書
や
契
丹
側
の
国
書
に
対
す
る
返
書
等
が
定
例
と
し
て
発
信
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
契
丹
の
皇
太
后
に
対
す
る
文
書
が
セ
ッ
ト
と
な
る
場
合
も
多
か
っ
た
。
そ
の

他
の
一
般
的
な
宋
―
契
丹
間
の
国
書
の
冒
頭
は
『
宋
大
詔
令
集
』
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
真
宗
・
景
徳
元
年
の
澶
淵
の
盟
の
誓
書
で
は
「
維
景
德
元
年
、

歳
次
甲
辰
、十
二
月
庚
辰
朔
七
日
丙
戌
、大
宋
皇
帝
謹
致
誓
書
於
大
契
丹
皇
帝
闕
下
」（
下
略
）
と
あ
り
、契
丹
側
の
文
書
に
は
「
維
統
和
二マ

マ十
（
二
十
二
）
年
、

歳
次
甲
辰
、
十
二
月
庚
辰
朔
十
二
日
辛
卯
、
大
契
丹
皇
帝
致
誓
書
與
大
宋
皇
帝
闕
下
」（
下
略
）
と
あ
る
の
で
（『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
五
八
、
同
年
一
二
月

辛
丑
條
註
）、
通
常
の
国
書
の
遣
り
取
り
で
も
書
頭
に
は
「
大
宋
皇
帝
致
書
」「
大
契
丹
皇
帝
致
書
」
の
文
言
が
用
い
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　

な
お
宋
と
契
丹
と
の
間
の
国
書
冒
頭
の
称
謂
は
、
初
め
は
宋
を
兄
と
し
契
丹
を
弟
と
す
る
関
係
で
あ
っ
た
が
、
宋
の
皇
帝
が
死
去
し
て
新
皇
帝
が
立
つ
時
に

は
、
一
時
的
に
宋
皇
帝
を
姪
、
契
丹
皇
帝
を
叔
と
称
し
た
。
そ
の
後
、
一
時
宋
の
皇
帝
を
伯
、
契
丹
の
皇
帝
を
姪
と
称
す
る
時
期
が
あ
る
が
（『
宋
大
詔
令
集
』

巻
二
二
九
）、
こ
れ
は
宋
の
仁
宗
の
在
位
中
（
一
〇
二
二
～
一
〇
六
三
）
に
契
丹
の
皇
帝
が
興
宗
（
在
位
一
〇
三
一
～
一
〇
五
五
）
か
ら
そ
の
子
の
道
宗
（
在

位
一
〇
五
五
～
一
一
〇
一
）
に
代
わ
り
、
仁
宗
と
道
宗
と
の
間
で
は
仁
宗
を
伯
、
道
宗
を
姪
と
す
る
関
係
が
継
続
し
て
い
た
た
め
、
と
解
釈
で
き
る
。
そ
の
後
、

再
び
宋
皇
帝
を
兄
と
し
て
契
丹
皇
帝
を
弟
と
す
る
関
係
に
戻
る
が
、
宋
の
英
宗
崩
御
後
は
宋
を
姪
、
遼
（
契
丹
）
を
叔
と
称
し
、
さ
ら
に
「
姪
孫
大
宋
皇
帝
謹

致
書
于
叔
祖
大
遼
聖
文
神
武
全
功
大
略
聰
仁
睿
孝
天
祐
皇
帝
闕
下
」
と
す
る
例
が
、
巻
二
三
一
に
一
例
、
巻
二
三
二
に
三
例
存
す
る
。
こ
れ
は
遼
の
道
宗
の
在

位
期
間
が
長
く
、
そ
の
間
に
宋
で
は
英
宗
の
子
の
神
宗
（
在
位
一
〇
六
七
～
一
〇
八
五
）、
神
宗
の
子
の
哲
宗
（
在
位
一
〇
八
五
～
一
一
〇
〇
）
と
代
わ
り
、

神
宗
が
道
宗
に
対
し
て
姪
を
称
し
、
さ
ら
に
そ
の
子
の
哲
宗
が
姪
孫
を
称
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
従
っ
て
、
宋
と
契
丹
（
遼
）
と
の
関
係
は
基
本
的
に
は

22-12-169_006-金子修一氏.indd   9422-12-169_006-金子修一氏.indd   94 2023/02/16   9:12:442023/02/16   9:12:44



95

兄
弟
関
係
で
一
貫
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

六
　
宋
代
の
金
へ
の
国
書

　
『
宋
大
詔
令
集
』
で
は
金
に
対
す
る
国
書
は
巻
二
二
八
・
四
裔
一
・
大
金
に
三
例
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
冒
頭
部
分
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
報
聘
大
金
國

書
」（
宣
和
二
年
〈
一
一
二
〇
〉
九
月
差
登
州
兵
馬
鈐
轄
武
義
大
夫
馬
政
特
書
―
原
注
）
の
「
大
宋
皇
帝
謹
致
書
於
大
金
皇
帝
」
一
例
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
三

朝
北
盟
会
編
』
巻
四
・
同
年
九
月
二
十
日
條
の
「
朝
廷
國
書
、
九
月
日
、
大
宋
皇
帝
（
下
略
）」
の
国
書
で
あ
り
、
同
書
同
巻
七
月
十
八
日
條
に
は
こ
れ
に
先

立
つ
「
金
人
國
書
、
七
月
十
八
日
、
大
金
皇
帝
謹
致
書
于
大
宋
皇
帝
闕
下
（
下
略
）」
の
文
書
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宋
―
金
間
の
国
書
に
関

連
し
た
史
料
は
基
本
的
に
『
三
朝
北
盟
会
編
』
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
右
の
二
通
以
外
に
つ
い
て
冒
頭
部
分
を
中
心
に
列
挙
す
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
一
）
巻
四
・
宣
和
三
年
（
一
一
二
一
）
正
月
條

　
　

金
人
國
書
、
正
月
日
、
大
金
皇
帝
致
書
于
大
宋
皇
帝
闕
下
。

（
二
）
巻
五
・
宣
和
三
年
八
月
二
十
日
條

　
　

朝
廷
國
書
、
八
月
日
、
大
宋
皇
帝
致
書
于
大
宋
皇
帝
闕
下
。

（
三
）
巻
七
・
宣
和
四
年
（
一
一
二
二
）
五
月
十
八
日
條

　
　

金
人
國
書
、
五
月
日
、
大
金
皇
帝
致
書
于
大
宋
皇
帝
闕
下
。

（
四
）
巻
一
三
・
宣
和
五
年
（
一
一
二
三
）
正
月
五
日
條

　
　

朝
廷
國
書
、
書
曰
、
正
月
日
、
大
宋
皇
帝
致
書
于
大
金
皇
帝
闕
下
。

（
五
）
巻
一
三
・
宣
和
五
年
正
月
二
七
日
條

　
　

金
人
國
書
、
書
曰
、
正
月
日
、
大
金
皇
帝
致
書
于
大
宋
皇
帝
闕
下
。

（
六
）
巻
一
四
・
宣
和
五
年
二
月
六
日
條
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�

朝
廷
國
書
、
書
云
、
二
月
日
、
大
宋
皇
帝
致
書
于
大
金
皇
帝
闕
下
。（
中
略
、
九
月
癸
巳
條
）
金
人
國
書
、
書
云
、
使
軺
薦
屆
、
營
訊
迭
承
。（
下
略
）

（
七
）
巻
三
〇
・
靖
康
元
年
（
一
一
二
六
）
正
月
一
五
日
條

　
　

書
曰
、
大
金
皇
子
都
經
畧
處
置
使
斡
離
不
上
書
於
大
宋
皇
帝
闕
下
。

（
八
）
巻
三
一
・
靖
康
元
年
（
一
一
二
六
）
正
月
二
四
日
條

　
　

書
云
、
大
宋
皇
帝
致
問
於
大
金
皇
子
郎
君
。

（
九
）
巻
三
六
・
靖
康
元
年
（
一
一
二
六
）
二
月
八
日
條

　

上
賜
宴
于
斡
離
不
軍
中
、
斡
離
不
上
書
辭
別
。

　
　

書
曰
、
大
金
皇
子
郎
君
斡
離
不
等
謹
上
書
於
大
宋
皇
帝
闕
下
。（
下
略
）

　

簽
書
樞
密
院
事
宇
文
虚
中
・
知
東
上
閤
門
使
王
球
充
送
路
使
副
、
持
書
叙
別

　
　

書
曰
、
大
宋
皇
帝
致
書
于
大
金
皇
子
郎
君
・
皇
弟
國
王
・
皇
弟
都
統
。

（
一
〇
）
巻
五
〇
・
靖
康
元
年
（
一
一
二
六
）
七
月
望
日
（
三
〇
日
）
條

　

是
月
望
日
、
遣
使
金
人
元
帥
皇
子
二
書

　
　

宣
和
録
曰
、
七
月
望
日
、
大
宋
皇
帝
致
書
大
金
國
相
元
帥
。（
下
略
）

　
　

七
月
望
日
大
宋
皇
帝
致
書
大
金
皇
子
郎
君
。

（
一
一
）
巻
五
八
・
靖
康
元
年
（
一
一
二
六
）
一
〇
月
一
八
日
條

　
　

書
曰
、
大
金
骨
盧
你
移
賚
勃
極
烈
左
副
元
帥
・
皇
子
右
副
元
帥
同
致
書
於
大
宋
皇
帝
闕
下
。（
下
略
）

　
　

靖
康
要
盟
録
曰
、
先
是
於
四
月
因
虜
使
蕭
仲
恭
等
還
、
朝
密
賜
耶
律
太
師
以
黄
絹
寫
之
云
、
大
宋
皇
帝
致
書
於
左
金
吾
衞
上
將
軍
・
右
都
監
耶
律
太
師
。

　
　
（
下
略
）

　
　

書
曰
、
姪
大
宋
皇
帝
致
書
於
伯
大
金
皇
帝
闕
下
。

（
一
二
）
巻
八
五
・
靖
康
二
年
（
一
一
二
七
）
三
月
一
二
日
條
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書
曰
、
大
楚
皇
帝
邦
昌
謹
致
書
于
國
相
元
帥
・
皇
子
元
帥
。

（
一
三
）
巻
九
九　

諸
録
雑
記

　
　

�

范
仲
熊
北
記
曰
、（
中
略
）
有
番
官
梁
慶
裔
來
叫
仲
熊
曰
、
國
相
有
台
旨
、
有
國
書
送
你
歸
。
書
題
曰
、
書マ

マ致
于
南
朝
皇
帝
闕
下
。
骨
盧
你
移
齎
勃
極
烈

左
副
元
帥
、
不
寫
姓
名
、
只
用
一
元
帥
府
印
。
下
云
、
謹
封
書
云
、
天
會
五
年
（
一
一
二
七
）
四
月
日
、
骨
盧
你
移
齎
勃
極
烈
左
副
元
帥
謹
致
書
于
南
朝

皇
帝
闕
下
。

（
一
四
）
巻
一
七
四
・
紹
興
七
年
（
一
一
三
七
）
正
月
一
五
日
條

　
　

�

自
靖
康
（
一
一
二
六
～
一
一
二
七
）
來
、
國
書
往
返
多
矣
、
至
渡
江
盡
失
之
。
自
建
炎
來
、
國
書
或
出
于
執
政
、
或
出
于
翰
林
學
士
、
其
副
本
皆
未
嘗
付

之
有
司
。
其
詞
意
之
輕
重
、
信
幣
之
多
寡
、
使
人
之
官
品
、
與
往
來
之
語
録
、
皆
不
可
考
。

（
一
五
）
巻
二
五
〇
・
紹
興
三
二
年
（
一
一
六
二
）
閏
二
月
條

　

閏
二
月
、
洪
邁
先
通
金
人
使
副
書
。

　
　

書
曰
、（
中
略
）
蓋
自
古
以
來
、
鄰
邦
往
來
、
並
用
敵
國
禮
。
向
者
本
朝
皇
帝
、
上
爲
先
帝
、
下
爲
生
靈
、
勉
抑
尊
稱
、
以
就
和
好
。

　

こ
れ
ら
で
見
る
と
、「
皇
帝
致
書
」
の
対
象
が
、
皇
子
や
国
相
元
帥
な
ど
、
金
の
皇
帝
の
み
に
止
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
五
代
の
国
書
を
検

討
し
た
と
こ
ろ
で
、「
致
書
」
文
言
を
家
人
の
礼
で
用
い
る
文
言
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
を
紹
介
し
た
が
、
こ
れ
だ
け
「
皇
帝
致
書
」
の
対
象
が
広
が
る
と
、

そ
れ
を
君
臣
の
礼
で
は
な
く
家
人
の
礼
で
用
い
る
書
式
で
あ
る
、
と
い
う
説
明
原
理
が
登
場
す
る
の
も
確
か
に
無
理
の
な
い
こ
と
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
最
後
の
洪
邁
の
金
人
の
大
使
・
副
使
に
対
す
る
文
に
は
「
自
古
以
來
、
鄰
邦
往
來
、
並
用
敵
國
禮
」
と
あ
り
、
中
国
王
朝
が
対
等
な
異
民
族
と
交
渉
す
る

時
に
は
敵
国
礼
を
用
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
唐
代
ま
で
の
国
書
冒
頭
の
形
式
が
、
最
上
位
の
相
手
に
対
す
る
場
合
に
「
皇
帝
敬
問
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
本
稿

で
確
か
め
た
通
り
で
あ
り
、
敵
国
関
係
で
そ
れ
が
用
い
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
は
、
や
は
り
差
し
支
え
な
い
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。（
一
四
）
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
宋
―
金
間
の
国
書
は
か
な
り
失
わ
れ
て
い
る
の
で
確
言
は
で
き
な
い
が
、
以
上
の
例
で
は
国
書
中
に
在
位
中
の
皇
帝
の
徽
号
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、『
金
史
』
巻
六
・
世
宗
紀
上
・
大
定
五
年
（
一
一
六
五
、
南
宋
・
孝
宗
の
乾
道
元
年
）
正
月
條
に
は
、「
己
未
、
宋
通
問
使
魏
杞
等
以
國
書
來
、
書
不
稱

大
、
稱
姪
宋
皇
帝
、
稱
名
、
再
拜
奉
書
于
叔
大
金
皇
帝
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
南
宋
の
孝
宗
は
乾
道
五
年
に
金
の
世
宗
に
対
し
、「
姪
宋
皇
帝
眘し

ん

再
拜
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奉
書
于
叔
大
金
皇
帝
」
と
い
う
国
書
を
発
し
て
い
る
。

　

契
丹
・
金
以
外
の
国
々
に
対
す
る
国
書
に
つ
い
て
は
一
瞥
に
止
め
る
。
宋
代
で
は
、
契
丹
・
金
の
西
に
あ
る
西
夏
と
東
に
あ
る
高
麗
と
が
、
異
民
族
の
中
で

は
契
丹
・
金
に
次
ぐ
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。『
宋
大
詔
令
集
』
巻
二
三
三
～
巻
二
三
六
に
西
夏
へ
の
国
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
冒
頭
の
部
分
が
略

さ
れ
て
い
な
い
例
で
は
「
門
下
」（
仁
宗
・
乾
興
元
年
〈
一
〇
二
二
〉）「
勅
」（
仁
宗
・
天
聖
三
年
〈
一
〇
二
五
〉、「
勅
」
字
は
原
文
に
従
う
）、「
勅
」（
仁
宗
・

慶
暦
四
年
〈
一
〇
四
四
〉）、
詔
（
慶
暦
七
年
以
降
、
多
数
）、「
勅
」（
哲
宗
・
元
符
二
年
（
一
〇
九
九
）
と
な
り
、
基
本
的
に
仁
宗
の
慶
暦
七
年
以
降
は
詔
の

文
書
が
下
さ
れ
た
。
詔
・
敕
で
は
詔
が
大
事
、
敕
が
小
事
に
用
い
ら
れ
る
の
で
、
宋
は
西
夏
に
対
し
て
は
あ
る
程
度
上
位
の
臣
下
の
国
と
し
て
扱
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
高
麗
へ
の
国
書
は
巻
二
三
七
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
門
下
（
太
宗
・
淳
化
元
年
〈
九
九
〇
〉）、
制
詔
（
淳
化
五
年
〈
九
九
四
〉）
の
他
は
勅
が

一
〇
例
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
は
概
ね
年
代
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
淳
化
五
年
以
降
で
あ
ろ
う
。
西
夏
の
詔
に
比
べ
て
勅
の
高
麗
は
や
や
低
い
位
置
を

与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
巻
二
三
八
に
は
交
阯
へ
の
国
書
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
門
下
が
九
例
あ
る
ほ
か
、
勅
が
一
〇
例
あ
る
。
一
例
は
「
討
交
趾
勅

榜
」
と
題
さ
れ
、
交
州
管
内
峒
軍
民
官
吏
等
が
対
象
で
あ
る
。
交
趾
郡
王
や
南
平
王
を
冠
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
り
、
高
麗
と
共
に
宋
の
冊
封
を
受
け
て
い
る
。

し
か
し
、
契
丹
・
金
に
隣
接
し
て
国
際
的
に
両
者
に
次
ぐ
地
位
に
あ
っ
た
高
麗
よ
り
は
、
交
阯
は
低
い
扱
い
を
受
け
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
巻
二
三
九

で
は
大
理
国
王
に
対
す
る
門
下
が
一
例
、
そ
の
他
西
蕃
で
も
勅
の
例
も
あ
る
が
門
下
の
例
も
多
い
。
巻
二
四
〇
の
西
蕃
も
同
様
で
あ
る
。

　

同
巻
の
諸
蕃
に
つ
い
て
は
挙
例
は
省
略
す
る
が
、「
賜
甘
州
回
紇
天
聖
五
年
厤
日
勅
書
」
に
「
皇
帝
舅
問
甘
州
回
紇
外
甥
歸
忠
保
順
可
汗
王
夜
落
隔
」
と
あ

る
の
は
、
宋
代
の
「
皇
帝
問
」
の
唯
一
の
例
で
あ
る
。
仁
宗
の
天
聖
五
年
の
暦
日
を
授
与
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
文
書
は
天
聖
四
年
（
一
〇
二
六
）
の
も

の
で
あ
ろ
う
。
次
の
一
文
は
標
題
に
「
甘
州
外
甥
回
紇
可
汗
王
夜
落
隔
可
特
進
懷
寧
順
化
可
汗
王
制
」
と
あ
り
、
本
文
は
「
勅
」
で
始
ま
っ
て
い
る
の
で
、「
皇

帝
問
」
は
本
来
「
勅
」
で
対
処
す
る
相
手
へ
の
特
例
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
の
末
尾
に
は
「
可
特
進
懷
寧
順
化
可
汗
王
」
と
あ
る
の
で
、
夜
落
隔
が

本
人
の
名
前
で
あ
る
。
図
ら
ず
も
こ
の
例
か
ら
、「
皇
帝
問
」
と
「
勅
」
と
の
親
近
性
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
宋
朝
の
例
で
は
な
い
が
、『
金
史
』

巻
三
八
・
志
第
一
九
・
礼
一
一
・
新
定
夏
使
儀
注
に

　
　

第
三
日
入
見
。（
中
略
）
使
副
鞠
躬
再
拜
、
引

す
す
む

少
前
、
跪
奏
「
弟
大
夏
皇
帝
致
問
兄
大
金
皇
帝
、
聖
躬
萬
福
」。

と
い
う
、
金
の
宮
中
に
お
け
る
儀
注
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
使
副
す
な
わ
ち
大
使
と
副
使
、
お
そ
ら
く
大
使
の
挨
拶
で
あ
り
、「
弟
大
夏
皇
帝
致
問
兄
大
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金
皇
帝
」
と
い
う
文
書
が
持
参
さ
れ
た
の
か
、
口
頭
の
み
の
表
現
で
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
金
と
西
夏
と
の
間
で
は
皇
帝
か
ら
皇
帝
へ
の
「
致
問
」
と

い
う
表
現
も
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
前
引
の
『
三
朝
北
盟
会
編
』
の
（
八
）
に
も
「
大
宋
皇
帝
致
問
於
大
金
皇
子
郎
君
」
と
い
う
文
言
が
引
か
れ
て
い
た
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
唐
代
か
ら
宋
代
ま
で
の
国
書
冒
頭
の
諸
例
を
検
討
し
て
き
た
。
隋
代
に
は
突
厥
側
の
「
致
書
」
文
言
の
国
書
も
登
場
す
る
が
、
唐
代
の
国
書
冒
頭
の

書
式
は
「
皇
帝
敬
問
」「
皇
帝
問
」「
敕
」
の
三
形
式
に
限
ら
れ
て
最
末
期
ま
で
続
い
た
。「
致
書
」
が
用
い
ら
れ
た
例
は
、
冒
頭
の
部
分
だ
け
が
記
録
さ
れ
た

日
本
に
対
す
る
一
例
以
外
は
、
節
度
使
か
ら
吐
蕃
や
回
鶻
の
有
力
な
臣
下
に
送
ら
れ
た
文
書
の
み
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
唐
及
び
そ
れ
以
前
の
王
朝
で
は
、
敵

国
関
係
で
も
相
手
側
の
君
主
に
は
「
皇
帝
敬
問
」
の
み
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
認
め
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　

五
代
に
な
る
と
一
転
し
て
「
皇
帝
致
書
」
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、契
丹
（
遼
）・
金
と
の
関
係
が
対
等
か
や
や
下
位
に
な
る
宋
代
に
な
る
と
「
皇

帝
致
書
」
が
一
般
的
に
な
り
、
契
丹
の
皇
太
后
に
も
「
嬸
」
と
し
て
皇
帝
の
国
書
が
発
信
さ
れ
た
ほ
か
、『
三
朝
北
盟
会
編
』
の
諸
例
で
は
皇
子
等
に
も
国
書

が
発
信
さ
れ
、
皇
帝
か
ら
の
国
書
の
発
信
さ
れ
る
範
囲
は
相
手
国
の
君
主
以
外
に
も
拡
大
し
て
い
る
。
そ
れ
を
家
人
の
礼
の
範
疇
で
説
明
す
る
試
み
も
登
場
す

る
が
、
中
国
の
皇
帝
と
異
民
族
の
君
主
等
と
の
間
を
君
臣
関
係
で
把
握
し
、
中
国
王
朝
に
と
っ
て
止
む
を
得
な
い
場
合
に
一
時
的
に
敵
国
関
係
を
承
認
し
た
、

唐
代
ま
で
と
の
大
き
な
差
を
そ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
宋
代
に
は
契
丹
及
び
金
と
の
関
係
が
対
等
と
な
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
国

書
の
形
式
に
反
映
し
た
だ
け
で
な
く
、
国
書
授
与
の
対
象
の
拡
大
と
い
う
形
で
も
変
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
契
丹
へ
の
国
書
で
は
、
宋
の
皇
帝
を
姪
、

契
丹
皇
帝
を
叔
と
称
し
た
り
、
或
い
は
宋
帝
を
伯
・
姪
・
姪
孫
と
称
し
、
契
丹
皇
帝
を
姪
・
叔
・
叔
祖
と
称
す
る
例
も
存
在
し
た
が
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
皇

帝
の
交
替
に
伴
う
一
時
的
な
呼
称
の
変
化
で
あ
り
、
宋
と
契
丹
（
遼
）
と
の
関
係
自
体
は
兄
弟
で
一
貫
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
一
方
、
宋
に
対
し
て
従
属
的

な
位
置
に
あ
る
甘
州
回
紇
に
対
し
て
は
、「
勅
」
の
他
に
「
皇
帝
問
」
の
形
式
の
文
書
も
用
い
ら
れ
、勅
の
書
式
と
皇
帝
問
の
書
式
と
の
親
近
性
が
確
認
さ
れ
た
。

ま
た
、「
致
問
」
と
い
う
例
も
僅
か
な
が
ら
見
ら
れ
た
。

　

以
上
か
ら
、
宋
に
な
っ
て
も
「
皇
帝
問
」
系
統
の
文
書
が
消
え
去
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、「
皇
帝
敬
問
」
の
文
言
が
「
皇
帝
致
書
」
の
文
言
に
置
き
換
わ
っ
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た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
唐
と
宋
と
の
間
の
国
際
関
係
の
変
化
を
国
書
冒
頭
の
書
式
か
ら
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
唐

以
前
の
書
式
に
つ
い
て
振
り
返
る
と
、唐
代
で
は
論
事
敕
書
は
「
敕
」、慰
労
制
書
は
「
皇
帝
問
」
が
基
本
で
あ
っ
て
、「
皇
帝
問
」
の
上
位
の
特
例
と
し
て
「
皇

帝
敬
問
」
の
書
式
が
存
在
す
る
。
し
か
し
特
例
で
あ
る
の
で
、「
皇
帝
問
」
と
同
様
の
君
臣
関
係
の
範
疇
で
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
封
敖
の
「
皇
帝

舅
敬
問
贊
普
外
甥
」
文
書
の
所
で
述
べ
た
よ
う
に
、
唐
と
吐
蕃
と
を
両
国
と
認
め
合
う
よ
う
な
、
敵
国
関
係
の
書
式
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
、

と
概
括
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註

（
１
）�「
唐
代
の
国
際
文
書
形
式
」、
拙
著
『
古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
史
論
考
―
改
訂
増
補
隋
唐
の
国
際
秩
序
と
東
ア
ジ
ア
―
』
所
収
、
八
木
書
店
古
書
出
版
部
、
二
〇
一
九
年
、
初
出
は
一
九
七
四
年
。

（
２
）
中
村
裕
一
『
唐
代
制
勅
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
一
年
、
第
二
章
「
慰
労
制
書
（
慰
労
詔
書
）」
参
照
。

（
３
）�

中
村
氏
は
「
慰
労
制
書
の
起
源
」
で
、『
広
弘
明
集
』
巻
二
〇
の
皇
太
子
綱
「
上
大
法
頌
表
」
に
対
す
る
返
書
と
し
て
梁
・
武
帝
の
「
皇
帝
問
太
子
。
省
表
并
見
所
製
大
法
頌
、
辭

義
兼
美
、
覽
以
欣
然
」
と
い
う
一
文
を
挙
げ
て
い
る
。
正
史
の
例
を
列
挙
し
た
前
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
の
で
こ
の
機
会
に
紹
介
し
、
参
考
ま
で
に
「
上
大
法
頌
表
」
の
冒
頭
と

末
尾
の
文
を
以
下
に
引
い
て
お
く
。
皇
太
子
綱
は
武
帝
の
後
に
立
っ
た
簡
文
帝
で
あ
り
、
さ
き
の
「
皇
帝
問
」
の
一
文
は
「
云
云
」
の
後
に
続
く
。

　
　
　
　

�

臣
綱
言
。
臣
聞
、
至
理
隆
而
德
音
闡
、
成
功
臻
而
頌
聲
作
、
在
於
奚
斯
考
甫
、
神
雀
嘉
樹
或
止
、
事
盛
乎
區
中
、
慶
昭
乎
一
物
、
猶
且
手
舞
足
蹈
、
傳
式
方
來
。
…
…
謹
上
大

法
頌
一
首
、
曹
丕
從
征
之
賦
、
劉
担
遊
侍
之
談
、
曾
無
連
類
、
伏
兼
悚
恧
、
不
勝
喜
悦
之
誠
、
謹
遣
扶
詔
鍾
超
寶
、
奉
表
獻
頌
、
以
聞
。
臣
綱
云
云
。

（
４
）�

初
例
は
開
皇
四
年
〈
五
八
四
〉
の
突
厥
沙
鉢
略
可
汗
の
文
帝
に
宛
て
た
国
書
で
あ
る
。
拙
稿
「
隋
唐
交
代
と
東
ア
ジ
ア
」、
註
（
１
）
所
掲
拙
著
『
古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
史
論
考
』

所
収
、
初
出
は
一
九
九
二
年
、
参
照
。

（
５
）�『
善
隣
国
宝
記
』
所
収
の
倭
国
・
日
本
に
対
す
る
国
書
冒
頭
の
諸
例
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
唐
代
国
際
関
係
に
お
け
る
日
本
の
位
置
」、
註
（
１
）
所
掲
拙
著
『
古
代
東
ア
ジ
ア
世

界
史
論
考
』
所
収
、
初
出
は
一
九
九
八
年
、
参
照
。

（
６
）�

例
え
ば
、
森
公
章
「
聖
神
皇
帝
と
日
本
」（『
唐
代
史
研
究
』
第
二
四
号
、
二
〇
二
一
年
）
は
、
当
該
国
書
が
第
八
次
遣
唐
使
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
執
節
使
の
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粟
田
真
人
に
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
国
書
は
次
の
第
九
次
遣
唐
使
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
拙
見
を
批
判
す
る
、
し
か
し
、
第
九
次
遣
唐
使
に
与
え
ら
れ
た

と
す
れ
ば
、な
ぜ
第
九
次
遣
唐
使
の
正
式
の
大
使
（
押
使
）
で
あ
る
多
治
比
県
守
に
授
与
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、と
い
う
同
様
の
疑
問
が
生
じ
る
の
で
森
氏
の
見
解
に
は
従
え
な
い
。

（
７
）�

註
（
５
）
所
掲
拙
稿
「
唐
代
国
際
関
係
に
お
け
る
日
本
の
位
置
」
参
照
。
ま
た
、
第
八
次
遣
唐
使
が
長
安
入
り
し
た
時
の
情
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
則
天
武
后
と
杜
嗣
先
墓
誌

―
粟
田
真
人
の
遣
唐
使
と
関
連
し
て

―
」『
国
史
学
』
第
一
九
七
号
、
二
〇
〇
九
年
、
参
照
。

（
８
）
註
（
１
）
所
掲
「
唐
代
の
国
際
文
書
形
式
」。
拙
著
『
古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
史
論
考
』
三
二
一
～
三
二
八
頁
。

（
９
）
佐
藤
長
「
ダ
ル
マ
王
の
在
位
年
次
に
つ
い
て
」『
史
林
』
第
四
六
巻
第
五
号
、
一
九
六
三
年
）。
佐
藤
氏
は
、
使
者
の
名
は
『
新
唐
書
』
の
論
賛
熱
が
正
し
い
と
す
る
。

（
10
）�

土
肥
義
和
「
燉
煌
発
見
唐
・
回
鶻
間
交
易
関
係
漢
文
文
書
断
簡
考
」、
同
氏
『
燉
煌
文
書
の
研
究
』
所
収
、
汲
古
書
院
、
二
〇
二
〇
年
、
初
出
は
一
九
八
八
年
、
参
照
。
な
お
、
編

年
史
料
の
乏
し
い
九
世
紀
後
半
の
唐
朝
の
国
際
秩
序
に
つ
い
て
は
、
土
肥
氏
の
『
翰
林
学
士
院
旧
規
』
の
周
到
な
分
析
に
依
拠
し
た
別
稿
を
準
備
中
で
あ
る
が
、
拙
稿
「
渤
海
を

め
ぐ
る
唐
代
の
国
際
関
係
」（
清
水
信
行
・
鈴
木
靖
民
編
『
渤
海
の
古
城
と
国
際
交
流
』
所
収
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
一
年
）
は
、
九
世
紀
代
の
唐
の
国
際
関
係
の
変
化
を
編
年
史

料
を
主
に
追
っ
て
い
る
の
で
、
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
11
）�

李
鴻
賓
『
唐
朝
朔
方
軍
研
究
兼
論
唐
廷
与
西
北
諸
族
的
関
係
及
其
演
変
』（
吉
林
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
附
録
二
「
朔
方
節
度
使
任
職
表
」
で
は
、
王
佖
の
霊
塩
節
度
使
離
任
の

時
期
を
元
和
八
年
（
月
は
不
詳
）
と
す
る
。
な
お
、
李
光
進
の
「
靈
州
大
都
督
府
長
史
・
靈
武
節
度
使
」
の
「
靈
武
節
度
使
」
は
「
靈
盬
節
度
使
」
の
誤
記
か
。

（
12
）
中
村
裕
一
『
唐
代
公
文
書
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
年
、
第
二
部
第
一
〇
章
「『
会
昌
一
品
制
集
』
に
み
え
る
「
奉
勅
撰
」
と
「
奉
宣
撰
」」
参
照
。

（
13
）
拙
稿
「「
賜
吐
蕃
宰
相
尚
結
賛
書
」
三
首
に
つ
い
て
」『
東
方
学
』
第
一
四
四
輯
、
二
〇
二
二
年
、
参
照
。

（
14
）
中
西
朝
美
「
五
代
北
宋
に
お
け
る
国
書
の
形
式
に
つ
い
て
―
「
致
書
」
文
書
の
使
用
状
況
を
中
心
に
―
」『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
三
三
、二
〇
〇
五
年
。

（
15
）「
君
臣
の
礼
」
と
「
家
人
の
礼
」
と
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
尾
形
勇
『
中
国
古
代
の
「
家
」
と
国
家
―
皇
帝
支
配
下
の
秩
序
構
造

―
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
参
照
。

（
16
）
中
西
氏
は
註
（
14
）
所
掲
論
文
で
、
後
晉
の
高
祖
は
敵
国
礼
で
は
な
く
、
飽
く
ま
で
「
家
人
礼
」
と
し
て
「
致
書
」
形
式
の
国
書
使
用
を
認
め
ら
れ
た
、
と
判
断
し
て
い
る
。

（
17
）�

呉
暁
萍
（
蘋
）『
宋
代
外
交
制
度
研
究
』（
安
徽
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
第
五
章
「
外
交
文
書
研
究
」
に
は
、
宋
が
契
丹
（
遼
）・
金
そ
の
他
の
国
々
に
発
信
し
た
国
書
が
概

述
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）�

中
国
で
、
皇
帝
の
栄
誉
を
飾
る
徽
号
（
尊
号
）
を
在
位
中
の
皇
帝
に
加
え
る
習
慣
が
始
ま
っ
た
の
は
、
唐
の
高
宗
（
在
位
六
四
九
～
六
八
三
）
朝
に
則
天
武
后
が
皇
后
と
な
っ
て
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か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
戸
崎
哲
彦
「
唐
諸
帝
号
攷
（
上
）

―
皐
陶
か
ら
睿
宗
ま
で

―
」（『
彦
根
論
叢
』
第
二
六
四
号
、
一
九
九
〇
年
）、「
唐
諸
帝
号
攷
（
下
）

―
殤
帝
か

ら
哀
帝
ま
で

―
」（
同
誌
第
二
六
六
号
、
同
年
）、
同
氏
「
古
代
中
国
の
君
主
号
と
「
尊
号
」

―
「
尊
号
」
の
起
源
と
尊
号
制
度
の
成
立
を
中
心
に

―
」（
同
誌
第
二
六
九
号
、

一
九
九
一
年
）
等
参
照
。
し
か
し
、
皇
帝
自
身
が
国
書
中
に
在
位
中
の
徽
号
を
自
称
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
、
唐
の
み
な
ら
ず
宋
に
な
っ
て
も
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
19
）�

回
謝
契
丹
告
哀
書
・
回
謝
契
丹
皇
太
后
告
哀
書
に
は
共
に
「
文
成
皇
帝
上
僊
」
と
あ
る
が
、
興
宗
（
在
位
一
〇
三
一
～
一
〇
五
五
）
は
、
崩
御
前
年
の
重
煕
二
三
年
（
一
〇
五
四
）

一
一
月
に
欽
天
奉
道
祐
世
興
暦
武
定
文
成
聖
神
仁
孝
皇
帝
の
尊
号
を
受
け
て
い
る
。

（
20
）�『
宋
会
要
輯
稿
』
第
一
九
六
冊
・
蕃
夷
二
の
英
宗
・
治
平
二
年
（
一
〇
六
五
）
一
二
月
條
に
は
「
是
月
、
雄
州
言
得
涿
州
牒
報
、
契
丹
國
改
爲
大
遼
國
」
と
あ
り
、
契
丹
か
ら
遼
へ

の
改
称
の
情
報
は
治
平
二
年
二
月
に
宋
に
齎
さ
れ
た
。

（
21
）�『
宋
史
』
巻
一
九
・
徽
宗
紀
一
・
建
中
靖
国
元
年
（
一
一
〇
一
）
十
月
條
に
「
丁
酉
、
天
寧
節
、
羣
臣
及
遼
使
初
上
壽
于
垂
拱
殿
」
と
あ
り
、
本
文
に
引
い
た
国
書
が
こ
の
遼
使
の

上
寿
に
対
す
る
返
書
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
引
用
文
か
ら
判
る
よ
う
に
、
天
寧
節
は
徽
宗
の
誕
生
日
で
あ
る
。

〔
追
記
〕
最
初
の
原
稿
の
査
読
で
、
廣
瀨
憲
雄
氏
以
降
の
宋
代
後
の
対
契
丹
・
金
へ
の
国
書
書
式
や
そ
の
授
受
儀
礼
を
検
討
し
た
論
考
へ
の
言
及
が
な
い
の
は
疑
問
で
あ
る
、
と
の
意
見

が
あ
っ
た
。
ま
た
、
新
見
ま
ど
か
「
皇
帝
並
立
時
代
の
幕
開
け
―
『
錦
里
耆
旧
伝
』
所
収
、
後
梁
・
前
蜀
間
国
書
考
―
』（『
唐
代
史
研
究
』
第
二
五
号
、
二
〇
二
二
年
）
で
は
、
唐
代
の

致
書
文
書
に
言
及
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
感
想
は
当
然
出
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
一
言
弁
明
し
て
お
く
。
溯
れ
ば
五
十
年
前
、
本
稿
は
卒
業
論
文
「
唐
代
の
国
際
文
書
形
式

に
つ
い
て
」（
一
九
七
二
年
一
月
提
出
）
の
続
編
と
し
て
修
士
論
文
で
作
成
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
修
士
課
程
在
学
中
に
宗
旨
替
え
し
て
修
論
は
漢
唐
間
の
皇
帝
祭
祀
に
関
す
る
も
の

と
し
た
が
、『
宋
大
詔
令
集
』『
三
朝
北
盟
会
編
』
は
そ
の
間
に
も
手
に
取
っ
て
お
り
、
本
文
の
「
六　

宋
代
の
金
へ
の
国
書
」
に
列
挙
し
た
史
料
は
そ
の
折
に
見
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
文
中
に
記
し
た
よ
う
に
、
元
来
一
編
の
論
文
に
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
前
稿
と
分
け
て
本
稿
を
作
成
し
た
の
で
史
料
は
宋
末
ま
で
探
索
し
た
が
、
結
局
は
修
論
準
備
中
に
目
標
と
し
て

い
た
北
宋
末
ま
で
の
史
料
を
基
本
に
用
い
る
こ
と
に
な
り
、
五
十
年
間
の
宿
願
を
達
成
す
る
と
い
う
当
初
の
意
図
通
り
に
、
唐
代
ま
で
の
国
書
冒
頭
の
形
式
と
の
連
続
、
非
連
続
を
主
眼

と
し
て
本
稿
を
執
筆
し
た
。
宋
と
契
丹
や
金
、
こ
と
に
南
宋
と
金
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
本
稿
と
は
別
の
論
点
が
必
要
と
な
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
去
り
行
く
老
兵
で
は

な
く
、
若
手
・
中
堅
の
研
究
者
の
検
討
に
委
ね
た
い
。

22-12-169_006-金子修一氏.indd   10222-12-169_006-金子修一氏.indd   102 2023/02/16   9:12:452023/02/16   9:12:45


